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第 1 章  ロードマップ策定の基本的事項・背景及び意義 

１  計画の意義と位置付け 

(1)  計画の意義と改定の背景 

本ロードマップは，2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた基本的

な方向性と中間地点とする 2030 年に向けた取組例を示すものです。再生可

能エネルギーの導入など開発を伴う事業の検討にあたっては，事業ごとの

特性を踏まえ，立地地域の生活環境，自然影響及び災害誘発等の影響リス

クを考慮したうえで，地域住民等の関係者との合意形成を図りながら進め

ていきます。 

 

(2)  計画の位置付け 

本ロードマップは，「大崎町総合計画」「大崎町地球温暖化実行計画（区

域施策編）」を上位計画とし，2050 年のゼロカーボンシティ実現に向けた

基本的な方向性と実現への道筋，さらに中間目標地点とする 2030 年に向け

た重点的かつ先導的な取組を示すものです。 

あわせて，「大崎町ＳＤＧｓ未来都市計画」との整合も図るものとします。 

 

(3)  計画期間 

本ロードマップでは，ゼロカーボンシティの実現に向けて，2050 年ま

での将来を展望するとともに，2030 年を重要な中間目標地点として期間

設定します。 
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２  策定の背景・意義 

(1)  地球温暖化と気候変動の現状 

ア  地球温暖化・気候変動の現状 

18 世紀半ばに始まった産業革

命以来，石油や石炭などの化石

燃料を大量に消費することによ

り成り立つ社会システムを構築

してきたことにより，大気中の

二酸化炭素等の温室効果ガス濃

度が増加しています。その結

果，温室効果が強められ，地球

全体の温度が自然変動の範囲を

超えて上昇する「地球温暖化」

が起こっています。 

地球温暖化への影響が最も大

きい温室効果ガスである二酸化

炭素（CO 2）の地球全体の濃度

は，年々増加しています。 

 

科学者などの専

門家で 構 成 さ れ

る国際的 な 気候

変 動 に 関 す る政

府間 組織で あ る

気候変 動 に 関 す

る政府間パネ ル

（ 以下「 IPCC 」

といいます。）の

第 6 次評価報告書

（以下「AR6」と

い い ま す 。） で

は，人間活動の影響で地球が温暖化していることについては「疑う余地が

ない」と評価されました。また，大気，海洋，雪氷圏及び生物圏において，

広範囲かつ急速な変化が現れているとされています。二酸化炭素濃度は，

第一に化石燃料からの排出，第二に土地利用変化による排出により増加し

たとされています。二酸化炭素以外の温室効果ガスであるメタン（CH 4）

や一酸化二窒素（N 2O）の大気中濃度も，人間活動により 1750 年以降増加

しています。 

  

IPCC 評価報告書の変化 

資料：国立環境研究所 RESEARCH 2021 年 11 月号 Vo l . 32  No .8 

 
温室効果のメカニズム 

資料 全国地球温暖化防止活動推進センター 
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日本国内では，

気象庁によって人

為的な影響が少な

い地点として選ば

れた綾里（りょう

り・岩手県），南

鳥島（みなみとり

しま・東京都），

与那国島（よなぐ

にじま・沖縄県）

の 3 地点におい

て，地球温暖化の原因となる二酸化炭素，メタン等の温室効果ガスの観測

が行われています。このうち綾里では，地球温暖化問題が注目されはじめ

た 1987（昭和 62）年に二酸化炭素濃度の観測が開始され，既に 30 年以

上のデータが蓄積されていますが，観測開始以来継続して濃度上昇が観測

されています。 

鹿児島県における年平均気温の 100 年当たりの変化傾向をみると，鹿児

島地方気象台で 1.92℃の割合で上昇しており，日本の年平均気温の上昇

割合（100 年当たり 1.28℃）よりも大きくなっています。 

 

 

 

 

 
  

 

大気中の二酸化炭素濃度の変化 
資料 気象庁ホームページ 

 

 

年平均気温の経年変化（鹿児島･名瀬） 

資料 九州・山口県の気候変動監視レポート 2021（福岡管区気象台） 

 細線（黒）：年々の値 
太線（青）：5年移動平均 
直線（赤）：長期変化傾向 
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(ｱ)  環境への影響 

IPCC の AR6 は，「人為起源の気候変動は，極端現象の頻度と強度の増加

を伴い，自然と人間に対して，広範囲にわたる悪影響と，それに関連した

損失と損害を，自然の気候変動の範囲を超えて引き起こしている。」とし

ています。その上で，地球の温暖化は疑う余地がなく，その結果，気温の

上昇，極端な大雨の頻度や強度の増加，海面の上昇や極端に高い潮位の発

生など，様々な現象が世界中で起こっている観測事実として挙げられると

しています。 

 

(ｲ)  気候変動の影響 

IPCC の AR6 においては，今後更に温暖化が進むにつれて，より頻繁に

極端現象が生じると予測されており，産業革命前に 50 年に 1 度しか起き

なかったレベルの極端な高温が，世界平均気温が既に 1℃温暖化した現在

では 4.8 倍，温暖化が 1.5℃まで進めば 8.6 倍，2℃まで進めば 13.9 倍

の頻度で生じるとされています。 

既に気候変動は自然及び人間社会に影響を与えており，今後，温暖化の

程度が増大すると，深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響が生じる可能性

が高まることが指摘されています。 

日本においても，気温の上昇や大雨の頻度の増加，降水日数の減少，海

面水温の上昇等が現れており，高温による農作物の品質低下，動植物の分

布域の変化など，気候変動の影響が既に顕在化しています。 

本町においても，農林水産業，水環境，自然生態系，自然災害・沿岸域，

健康，国民生活・都市生活などの分野で影響が確認されています。 

 

 
日本における気候変動の影響 
資料 環境省ホームページ 
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イ  地球温暖化・気候変動の将来予測 

気温の将来予測につい

て，21 世紀半ばに実質

CO2 排出ゼロが実現する

最善とされるシナリオで

も，2021～ 2040 年平均

の気温上昇は 1.5℃に達

する可能性（50%以上）

があると発表されていま

す。化石燃料に依存し気

候政策を導入しないシナ

リオだと，今世紀末まで

に 3.3～5.7℃の気温上昇

が予測されています。気候変動がもたらす地球の変化は，数世紀から数千

年にわたる不可逆的な（元に戻らない）もので，とりわけ海洋，氷床，海

面上昇の変化は後戻りできない状況になっていくと報告されており，これ

らの上昇幅を出来るだけ小さくするための行動が必要です。 

 気温上昇によって，極端な高温の頻度，大雨の頻度が増加することが報

告されています。 
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(2) 地球温暖化対策を巡る社会動向 

ア  国際的な取組 

1992（平成 4）年の国連総会において「気候変動に関する国際連合枠組

条約」が採択されました。その後，毎年締約国会議が開催され，1997（平

成 9）年の第 3 回締約国会議（COP3）は日本の京都で開催され，先進国全

体の 2008（平成 20）年から 2012（平成 24）年までの温室効果ガス排出

量を 1990（平成 2）年比で少なくとも 5％削減することを目的とした京都

議 定 書 が 採 択 さ れ ま し た 。

2015（平成 27）年にフランス

のパリで開催された第 21 回締

約国会議（COP21）では，全て

の国が参加する公平で実効的な

2020（令和 2）年以降の法的枠

組みの採択を目指した交渉が行

われ，その成果として「パリ協

定」が採択されました。 

パリ協定では，世界的な平均

気温上昇を産業革命以前に比べ

て 2℃より十分低く保つととも

に，1.5℃に抑える努力を追求

することや，気候変動に対応す

るためにそれぞれの国が貢献す

る約束（以下「NDC」といいま

す。）を，主要排出国を含む全

ての国が 5 年ごとに提出・更新

すること等が規定されました。 

2018（平成 30）年には IPCC

「1.5℃特別報告書」が公表さ

れました。この中で将来の平均気温上昇が 1.5℃を大きく超えないように

するためには，2050 年前後には世界の二酸化炭素排出量が正味ゼロとな

っていることが必要であることなどが示されました。 

「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち，

1.5℃に抑える努力をする。そのためには，21 世紀後半には，温室効果ガ

ス排出量を実質ゼロとする。」という世界目標が明確になり，気温上昇を

「1.5℃以下」に抑えるために，各国および産業界で脱炭素への動きが一

気に加速しています。  
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イ  日本における取組 

日本は，1997（平成 9）年に京都で開催された第 3 回締約国会議（COP3）

で採択された京都議定書で，2008（平成 20）年から 2012（平成 24）年の

間において，温室効果ガス排出量を 1990（平成 2）年度と比べ 6％削減す

るという目標を約束しました。翌 1998（平成 10）年 10 月には，地球温暖

化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」といいます。）

が公布され，1999（平成 11）年 4 月に施行されました。 

2002（平成 14）年には,地球温暖化対策推進法に基づいて京都議定書目

標達成計画を策定し，総合的かつ計画的な地球温暖化対策を講じた結果，

京都議定書の目標を達成しました。 

2015（平成 27）年には，地球温暖化対策推進本部において，2030 年度

の温室効果ガス排出削減目標を，2013（平成 25）年度比で 26.0％減

（2005（平成 17）年度比で 25.4％減）とすることを決定して国連に提出

し，翌 2016（平成 28）年には，地球温暖化対策推進法に基づく「地球温

暖化対策計画」が閣議決定されました。 

2020（令和 2）年は，2015（平成 27）年に提出した地球温暖化対策の水

準から，更なる削減努力の追及に向けた検討を開始することを表明する目

標を国連に提出しました。 

2020 年 10 月，国会の総理大臣所信表

明演説において，2050 年までに温室効果

ガスの排出を全体としてゼロにする 2050

年カーボンニュートラル「脱炭素社会の

実現」を目指すことを宣言し，翌 2021

（令和 3）年 4 月の地球温暖化対策推進

本部において，2050 年目標と整合的で野

心的な目標として，2030 年度に温室効果

ガスを 2013 年度から 46％削減すること

を目指し，さらに，50％の高みに向けて挑戦を続ける旨を表明しました。 

新たな目標が示されたことを受けて，2021 年 5 月に地球温暖化対策推進

法が改正され，2050 年までの脱炭素社会の実現が基本理念に位置付けら

れるとともに，地方創生につながる再生可能エネルギー導入を促進，企業

の温室効果ガス排出量情報のオープンデータ化などの温暖化対策が国の施

策の基本的な取り組みに位置づけられることとなりました。同年 10 月に

は，「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」が改定されました。

さらに 2018（平成 30）年には気候変動適応法が制定され，同年 11 月に

は，同法に基づく「気候変動適応計画」が策定されました。同計画は，

2020（令和 2）年 12 月に公表された気候変動影響評価報告書を踏まえ，

翌 2021（令和 3）年 10 月に変更されています。 
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ウ  鹿児島県における取組 
 

鹿児島県は 2005（平成 17）年に鹿児島県地球温暖化対策推進計画を策

定し，その後平成 23 年 3 月に鹿児島県地球温暖化対策実行計画を策定し

ました。 

2010(平成 22)年 3 月に地球温暖化対策に関し，県，事業者，県民等の

責務や具体的な取組の方向を定めることにより効果的な地球温暖化対策の

推進を図り，将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目

的として，鹿児島県地球温暖化対策推進条例が制定されました。 

2005（平成 17）年 3 月，地球温暖化対策推進法の規定に基づき，鹿児

島県の自然的・社会的条件に応じた温室効果ガスの排出抑制目標（2010

（平成 22）年に 2002（平成 14）年比 1.1％削減）を定め，そのための施

策を総合的かつ計画的に進めるため「鹿児島県地球温暖化対策推進計画」

が策定されました。 

2011（平成 23）年 3 月，2020 年度の温室効果ガス排出量を 1990（平成

2）年度比 30％削減する中期目標等を掲げた「鹿児島県地球温暖化対策実

行計画」が策定されました。2018（平成 30）年には，同計画策定後の地

球温暖化対策に関する国内外の動向やエネルギー情勢の変化を踏まえ，

2030 年の温室効果ガス排出量を 2013（平成 25）年度比 24％（森林吸収

量を合わせて 33％）削減，2050 年度までに 80％削減する目標等を掲げる

とともに，気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画としても位置付

けるなどの改定が行われました。 

2023（令和 5）年 3 月，地球温暖化対策推進法の改正や国の「地球温暖

化対策計画」の改定を踏まえ， 2030 年度の温室効果ガス排出量を

2013(平成 25)年度比 46％削減とする目標を定め，その達成のために対

策・施策を充実させること，新たに施策の実施に関する目標や市町村が定

める促進区域に係る環境配慮基準を定めるなどの改定を行って，2050 年

カーボンニュートラルの実現に向けて取り組むこととしています。 

 

エ 本町における取組 
 

本町では 2006（平成 18）年に大崎町地球温暖化防止活動実行計画（事

務事業編）を策定して役場が率先して温暖化対策を進めてきました。 

また、令和 4 年 4 月 14 日には、大崎にかかわるすべての人が、地球温

暖化による危機的状況に正面から向き合い、地球温暖化に対応した「新た

な行動変容」を起こしていくことが必要なことから、住民、事業者、各種

団体、行政機関が連携し、「ゼロカーボン」に向けて取り組んでいくこと

を宣言しています。 
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ｵ 社会の動き 
 

カーボンニュートラルに向けて，経済界もその動きを活発にしています。 

2050 年までに事業活動で使用する電気を 100%再生可能エネルギーで調達

することを目標とする，「RE100」は国際的な企業の取り組みで，日本は

アメリカに次ぐ 62 社が参加しています。他にも CDP(Carbon Disclosure 

Project) や SBT(Science Based Target) ， TCFD(Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures)など，脱炭素に関連して事

業者が自主的に取り組みを進める国際的な取り組みも広がっています。 

RE100 は国際水準の大企業による 100％再エネ電力への取組みですが，

国内では再エネ 100 宣言「RE action」という，企業，自治体，教育機関，

医療機関等の団体が使用電力を 100％再生可能エネルギーに転換する意思

と行動を示し，再エネ 100％利用を促進する新たな枠組みが動き始めてい

ます。 

 

大崎町内にこれらの加盟企業はありませんが，自社だけでなく，サプラ

イチェーン全体で脱炭素を目指そうという企業の動きも国内外で加速して

おり，サプライチェーンの中での要求を受けて，省エネ・再エネへの取り

組みが広がりつつあり，今後大崎町内でも取り組みが広がっていくものと

思われます。 
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第 2 章  本町の地域特性 

１  自然的特性 

(1)  地 勢 

大崎町は鹿児島県の東南部，大隅半島の東側に位置し，東部は志布志市，

西部は鹿屋市，南部は東串良町，北部は鹿屋市，曽於市に接しています。

大崎町の面積は，100.67 ㎢であり，東西方向に約８km，南北方向に約 

18Km と南北に細長く，町の中央部を 100ｍの等高線が通り，標高 150m か

ら 200m の丘陵地帯である北部から，南部の志布志湾岸に向かってゆるや

かな勾配をなしています。 

 

(2)  気 候 

鹿児島県の気候区は，山岳部の冷温帯から暖温帯，亜熱帯へと広範囲に

及んでおり，本町は暖温帯に位置づけられます。鹿児島地方気象台の年平

均気温は 19.3℃（2021（令和 3）年年間日平均値）で，県庁所在地では沖

縄県の那覇市に次いで全国で 2 番目に高くなっています。年降水量は

2,782.0mm（2021（令和 3）年値）で，温暖多雨の気候といえます。 

 

(3)  自  然 

県本土域は，現在は暖温帯に属し南九州地域に特有な生態系が見られま

す。志布志湾に面した約７km の海岸線一帯は日南海岸国定公園に指定され，

「日本の白砂青松 100 選」にも選定されている砂浜海岸で松林が連なって

います。特に本町の「くにの松原」内は，キャンプ場，プール，クロスカ

ントリーコースが整備されており，レジャーやトレーニングを目的に多く

の人々が自然に親しめる場所として訪れています。 

また，山間部には，眼下には志布志湾を一望することができる観光地と

して整備されている「四季の森」や「いこいの森」などのような森林が広

がっています。 

このように，山林，原野が多くみられる北部，台地に畑地が広がる中間

部，志布志湾に注ぐ菱田川，田原川，持留川の３つの河川沿いに水田地帯

が広がる南部などそれぞれの地域で特有の自然環境が形成されています。 
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２  社会的特性 
 
 

(1)  人口及び世帯数 

ア  人 口 

大崎町の人口は，1955 年（昭和 30 年）以降，減少してきており，2020

年（令和２年）の人口は，12,385 人〔町推計値〕となっています。また，

高齢化率（65 歳以上）も上昇しており，2020 年で 39.38％と，県平均

33.3％より高い割合となっています。 
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国 立 社 会 保

障・人口問題研

究所の将来推計

人口によると，

大崎町の人口は 

2040 年 （令和 

22 年 ） に は 

7,836 人と予測

されており，そ

の内訳は年少人

口が 10.97％，

生産年齢人口が 43.86％，老齢人口が 45.15％とされ，2055 年までは生産

年齢人口率は減少，老年人口率は上昇し，年少人口率は横ばいで推移しま

すが，2055 年（令和 37 年）以降は，全ての年齢区分割合が横ばいで推移

することが予測されています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計値を外挿して，2050 年の人口を推

計すると 5,664 人，大崎町人口ビジョンの推計を外挿した場合 10,244 人

となります。 

 

イ  世帯数及び 1 世帯当たりの人員数 

世帯構成別にみると，2015 年（平成 27 年）国勢調査時において 2.18 人

であった１世帯あたり人員が 2020 年（令和２年）は 2.10 人と，1 世帯あ

たりの人員も縮小しており，特に 2015 年（平成 27 年）に 25.47％であっ

た高齢者の単身世帯が 2020 年（令和２年）においては 27.27％となって

います。合計特

殊 出 生 率 は ，

1.88 ％ と な っ

ており，全国の

1.43 ％ ， 鹿 児

島県の 1.68％

と比較すると高

い状況にありま

すが，人口ビジ

ョンで目標とす

る 2040 年（令

和 22 年）合計

特 殊 出 生 率
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2.10 には届いておらず，さらに，出生数も年々，減少しています。 

 

(2)  産業構造 

大崎町は豊かな自然を背景とした農業が基幹産業として営まれていま

す。鹿児島が全国に誇るブランド牛「鹿児島黒牛」，鹿児島の代名詞と

もなっている「かごしま黒豚」の生産はもとより，ブロイラーの生産も

盛んです。 

加えて，広大な畑地を活用した露地野菜，ハウスで栽培されるマンゴ

ーなどの熱帯果樹，豊かな水を生かした養殖うなぎも全国有数の生産量

となっており，これらの農畜産物・水産物等を加工する製造業も日本ト

ップクラスの生産量を誇ります。 

 

(3)  交通体系・自動車保有台数 

ア  主要道路 

高規格幹線道路として東九州自動車道が 2014 年 12 月 21 日に供用開始

されました。本町内に野方，大崎の 2 つのインターチェンジを有していま

す。また大隅半島の基幹道路である国道 220 号線と国道 269 号線があり，

「くにの松原おおさき」，「野方あらさの」の 2 か所の道の駅も整備されて

います。 

 

イ  自動車保有台数 

鹿児島県は，半島地域や多くの離島など地形的な制約があることから，

大都市と比べると，自動車交通に大きく依存していて，本町においても同

様です。2020（令和 2）年における県全域の全車種の自動車保有台数は，

約 1,320 千台で，近年横ばいで推移しています。大崎町においても同様な

傾向となっていると推定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県における自動車保有台数の推移 
資料 交通統計（県警察本部） 
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(4)  廃棄物リサイクル 

2019 年度の大崎町のリサイクル率

は 82.6%で，市町村別のリサイクル率

で日本一となっています。2017 年度

までの 12 年連続日本一とあわせて 13

年間日本一となっています。ごみの分

別（27 分別）により資源化を図って

いることで全国的に注目を集めてきた

こともあり，2019 年に国の「SDGs 未

来都市」に選定され，プラスチック製の使い捨て容器や包装の使用を 30 年

度までに町内で全廃する構想も明らかにしています。 

 

(5)  土地利用状況 

総面積は 100.67km 2 で，そのうち農用地の割合が畑地 30.6％，水田

9.1％，牧場 0.5％で合計 40.2％と最も大きく，以下，山林 31.2％，宅地

8.2％，原野 3.7％などの順となっています。 

農用地が全体の約４割を占めており，県内有数の農業地帯となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用状況（2019 年） 
    資料 土地対策の概要（県地域政策課） 

資料 大崎町固定資産概要調書  

森 林
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その他
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(6)  発電設備の状況 

鹿児島県の主な電力供給設備としては，薩摩川内市に原子力発電所が立

地しており，離島に内燃力発電所が 25 箇所で稼働しています。また，県内

各地に水力発電所が 61 箇所あるほか，地熱発電所が県内で 7 箇所稼働して

います。 

本町内においては規模の大きな発電施設はなく，太陽光発電設備が中心

となっています。 

 

主な鹿児島県の発電所の立地状況（資料 鹿児島県エネルギー対策課）  

(令和 4 年 1 ⽉末現在)

年 9 月 28 日 
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(7)  再生可能エネルギーの導入状況 

大崎町において導入されている再生可能エネルギーとしては，10kW 以上

の太陽光発電が中心で，10kW 未満のものも含めて増加傾向にあります。し

かし，そのほかの再生可能エネルギー設備の導入は進んでいません。 

 

再生可能エネルギー導入量  

 

  

                           資料 自治体排出量カルテ（環境省） 

 

鹿児島県における再生可能エネルギーの導入状況は，太陽光発電，風力

発電（10kW 以上），水力発電，地熱発電，バイオマス発電の総出力が 2016

（平成 28）年の 2,026MW から 2021（令和 3）年には 3,053MW となり，約

1,000MW 増加しています。 

 

鹿児島県の再生可能エネルギーの導入状況（2022 年 3 月 31 日現在） 

区分 
2021（令和 3）年度 導入実績 

箇所数 出力等 

発 

電 

太陽光発電 

住宅用(10kW 未満) 57,289 278,181 kW 

その他(10kW 以上) 19,863 2,029,540 kW 

小計 77,152 2,307,721 kW 

風力発電(10kW 以上) 158(基) 270,998 kW 

水力発電 62 264,526 kW 

地熱発電 7 66,920 kW 

バイオマス発電 17 143,275 kW 

熱
利
用 

太陽熱利用 

住宅用 228,816 43,763 kL 

その他 61 409 kL 

小計 228,877 44,172 kL 

バイオマス熱利用 33 122,470 kL 

地中熱 8 291 kL 

バイオマス燃料製造 6 94 kL 

資料 鹿児島県エネルギー対策課 

 

備考 kW は発電容量の単位，kL は熱エネルギーの単位(原油換算) 

  

㒒丕㉘㏭㌗㰏㏰㊥㋊㋬㊫┤㉘㍭㬎㏣丙㉘䈇㌛㽗亗 㒒丕㉘㏭㌗㰏㏰㊥㋊㋬㊫┤㉕㊒㊕㌕㎮㎮㌱丙╮ 2

㎈㍫26㋺㌸ ㎈㍫27㋺㌸ ㎈㍫28㋺㌸ ㎈㍫29㋺㌸ ㎈㍫30㋺㌸ 傪㎂㎾㋺㌸ 傪㎂2㋺㌸

丩僉乁㌕㎮┲ 10kW 侎仢┳ 1,765 kW 2,025 kW 2,175 kW 2,324 kW 2,449 kW 2,649 kW 2,731 kW

丩僉乁㌕㎮┲ 10kW ㎄㌁┳ 14,003 kW 23,794 kW 31,048 kW 34,071 kW 37,618 kW 123,427 kW 126,626 kW

㏭㌗㰏㏰㊥㋊㋬㊫┤㉘䈇㌛㽗亗

㒒丕㉘㏭㌗㰏㏰㊥㋊㋬㊫┤㉕㊒㊕㌕㎮㎮㌱丙

㎈㍫26㋺㌸ ㎈㍫27㋺㌸ ㎈㍫28㋺㌸ ㎈㍫29㋺㌸ ㎈㍫30㋺㌸ 傪㎂㎾㋺㌸ 傪㎂2㋺㌸

丩僉乁㌕㎮┲ 10kW 侎仢┳ 2,119 M W h 2,430 M W h 2,610 M W h 2,790 M W h 2,939 M W h 3,179 M W h 3,278 M W h

丩僉乁㌕㎮┲ 10kW ㎄㌁┳ 18,523 M W h 31,473 M W h 41,069 M W h 45,067 M W h 49,760 M W h 163,264 M W h 167,496 M W h

㏭㌗㰏㏰㊥㋊㋬㊫┤㌌㎥ 20,642 M W h 33,903 M W h 43,679 M W h 47,857 M W h 52,699 M W h 166,443 M W h 170,774 M W h

㒒丕㉘㎮㍮㏴㍇丙 85,772 M W h 82,560 M W h 82,009 M W h 84,017 M W h 81,599 M W h 81,184 M W h 81,184 M W h

㌜䇦㗴㎮㌱FIT䈇㌛㹨 24.1 % 4 1 .1 % 5 3 .3 % 5 7 .0 % 6 4 .6 % 2 0 5 .0 % 2 1 0 .4 %

㏭㌗㰏㏰㊥㋊㋬㊫┤㉘䈇㌛㽗亗

╮ 1┏㋑㊡㊧㋟㊶㌕㎮㉘䈇㌛㏣丙㉙┊ FIT㍡㌸㍑㍐㏆㎒㉘㋑㊡㊧㋟㊶㌕㎮㍭㬎┲ ㋑㊡㊧㋟㊶㹨㮤㏙僶ㇿ㊔┳㉘乣㊜㍇㈡㉃㈡㊈㈶┋
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(8)  電力需要量 

鹿児島県の電力需要量は，2010（平成 22）年頃まで増加傾向にありまし

たが，その後減少に転じ，2020（令和 2）年度は 97 億 kWh となりました。

全国的にみても電気の総需要量は減少傾向となっています。 

 

 
                                資料 県統計年鑑（鹿児島県統計課） 

 
注：県統計年鑑において，電力需要供給に関する資料が，九州電力の値から資源エネルギー庁「電

力調査統 計」の値に変更されたため，2016 年度から表記方法が変更になっています。 

 

鹿児島県における電力販売・需要量の推移 
 

 
 

(9)  ガス販売量 

大崎町で主に使われている LP ガスの販売量は，県内全体で見ると 1994

（平成 6）年度をピークに減少し，2010（平成 22）年度以降は横ばい傾向

となっています。 

 
鹿児島県における LP ガス販売量の推移 

資料 都道府県別販売量（日本 LP ガス協会） 
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第 3 章  温室効果ガス排出量及び吸収量の現況と将来推計 

１  温室効果ガス排出量の現況 

(1)  温室効果ガスの総排出量 

基準年度である 2013（平成 25）年度の大崎町域における温室効果ガス総排出量は，

156 千トン-CO 2（二酸化炭素換算：各温室効果ガス排出量に地球温暖化係数を乗じた

値。以下同じ。）で，そのうち産業部門が 47％，運輸部門が 28％を占めていました。 

 

 

 
資料 環境省自治体排出量カルテ 

 

2019（令和元）年度における温室効果ガスの排出量は，106 千トン-CO2 と基準年

度に比べて 50 千トン-CO2 減少しています。内訳では産業部門が 73 千トン-CO2 から

45 千トン-CO2 に 28 千トン-CO2 減少，運輸部門が 43 千トン-CO2 から 38 千トン-

CO2 に 5 千トン-CO2 減少しています。 

 

 

 
資料 環境省自治体排出量カルテ 
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2013（平成 25）年度以降温室効果ガスの排出量は，平成 23 年度から 25

年度にやや増加しましたが，その後は減少傾向にあります。 

 

 

 
部門別温室効果ガスの排出量の推移 

資料 環境省自治体排出量カルテ 

 

 

2019（令和元）年度における非エネルギー起源温室効果ガスの排出量に

ついては，燃料の燃焼分野でボイラーと自動車走行からのメタン，一酸化

二窒素が 635 トン-CO2(二酸化炭素換算で表示，以下同じ)，廃棄物分野で

汚水処理から発生するメタンと一酸化二窒素が 299 トン-CO2，農業分野で

は水田からのメタン発生量が 1,624 トン-CO2，家畜の飼養からのメタン発

生量が 22,250 トン-CO2，家畜の排泄物からのメタンと一酸化二窒素発生

量が 48,701 トン-CO2，農業廃棄物の焼却からのメタンと一酸化二窒素発

生量が 242 トン-CO2，耕地における残渣のすき込みからの一酸化二窒素発

生量が 1,588 トン-CO2，耕地における肥料の使用からの一酸化二窒素発生

量が 2,835 トン-CO2 となっています。 

以上を合計すると，非エネルギー起源のメタンとして 32,527 トン-CO2，

一酸化二窒素として 45,647 トン-CO2 の排出があるものと推定されます。 
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非エネルギー起源温室効果ガス排出量            単位：トン-CO2 

項目 

平成 25 
年度 

令和元 
年度 

2013 2019 

燃料の燃
焼分野 

燃料の燃焼：家庭用機器 CH4 13 8 

燃料の燃焼：家庭用機器 N2O 5 3 

ボイラー等 CH4 47 65 

ボイラー等 N2O 297 332 

自動車の走行に伴い発生する CH4 23 16 

自動車の走行に伴い発生する N2O 273 211 

合計 658 635 

廃棄物分
野 

排水処理に伴い発生する CH4 186 195 

排水処理に伴い発生する N2O 109 104 

合計 295 299 

農業分野 

水田から排出される CH4 2,012 1,624 

家畜の飼養に伴い発生する CH4 26,763 22,250 

家畜の排せつ物の管理に伴い発生する CH4 9,754 8,278 

家畜の排せつ物の管理に伴い発生する N2O 41,127 40,423 

農業廃棄物の焼却に伴い発生する CH4 99 91 

農業廃棄物の焼却に伴い発生する N2O 158 151 

耕地への農作物残さのすき込みに伴い発生する N2O 1,532 1,588 

耕地における肥料の使用に伴い発生する N2O 3,026 2,835 

合計 84,471 77,240 

エネルギー起源 CO2 以外：CH4 38,897 32,527 

エネルギー起源 CO2 以外：N2O 46,527 45,647 

個別の資料からの算定値 

 

 

2019（令和元）年度における，代替フロン等からの温室効果ガス発生量と

しては，業務用冷凍空調機器からのハイドロフルオロカーボン類 3,013 トン

-CO2，家庭用エアコンからのハイドロフルオロカーボン類 1,167 トン-CO2，

カーエアコンからのハイドロフルオロカーボン(HFC134a)455 トン-CO2，ウ

レ タ ン フ ォ ー ム の 使 用 か ら の ハ イ ド ロ フ ル オ ロ カ ー ボ ン 類 (HFC-

134a,245fa,365mfc)355 トン-CO2，ポリスチレンフォームの使用からのハ
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イドロフルオロカーボン(134a)2 トン-CO2，消火剤からのハイドロフルオロ

カーボン(23)1 トン-CO2，医療用エアゾールの使用からのハイドロフルオロ

カーボン類(HFC134a,227ea)38-CO2，一般用エアゾールの使用からのハイド

ロフルオロカーボン類(134a,157a,245a,365mfc)2 トン-CO2 となっており，

ハイドロフルオロカーボン類の合計は 5,062 トン-CO2 となっています。他の

代替フロン類は排出されていません。 

 

 

代替フロン類からの温室効果ガス排出量    単位：トン-CO2 

項目 

平成 25

年度 

令和元 

年度 

2013 2019 

代替フロン等 4 ガ

ス分野 

家庭用冷蔵庫 HFC 38 0 

業務用冷凍空調機器 HFC 2,020 3,013 

自動販売機 HFC 2 1 

家庭用エアコン HFC 757 1,167 

カーエアコン HFC-134a 528 455 

ウレタンフォーム HFC-134a 18 17 

ウレタンフォーム HFC-245fa 201 265 

ウレタンフォーム HFC-365mfc 56 73 

押出発泡ポリスチレンフォーム HFC-134a 2 2 

消火剤 HFC-23 1 1 

消火剤 HFC-227ea 0 0 

エアゾール医療用 HFC-134a 13 9 

エアゾール医療用 HFC-227ea 16 29 

エアゾール一般用 HFC-134a 27 28 

エアゾール一般用 HFC-152a 6 2 

エアゾール一般用 HFC-245fa 0 0 

エアゾール一般用 HFC-365mfc 0 0 

半導体・液晶製造時（特定事業者）HFC 0 0 

HFC：合計 3,685 5,062 

個別資料からの算定値 
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温室効果ガス総排出量のうち，エネルギー起源二酸化炭素が 106,000 ト

ン -CO2(56.0％ )と約 6 割を占め ， 以下，メタン が 32,527 ト ン -

CO2(17.2％)，一酸化二窒素として 45,647 トン-CO2(24.1％)，代替フロ

ン等 4 ガスはハイドロフルオロカーボン類として 5,062 トン-CO2(2.7％)

となっており，温室効果ガスの総排出量は 189,236 トン-CO2 となっていま

す。この排出量は鹿児島県全体の 2％程度となります。 

 

  2019（令和元）年度の温室効果ガス排出量 

温室効果ガス種類 
排出量 

（トン－CO2） 

割合 

(%) 

エネルギー起源二酸化炭素 106,000 56.0 

メタン 32,527 17.2 

一酸化二窒素 45,647 24.1 

代替フロン（HFC） 5,062 2.7 

合計 189,236 100.0 

個別資料からの算定値 

 

本町の温室効果ガスの排出割合を全国と比較すると，メタン及び一酸化

二窒素の占める割合が大きくなっています。メタンが家畜の消化管内発酵

や排せつ物管理，水田など，一酸化二窒素が家畜の排せつ物管理や農用地

の土壌などからの発生に起因していることから，農業の盛んな地域として

の特徴を示しているものと考えられます。 

 

参考 

 
 

全国の温室効果ガス総排出量の推移 

資料 日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2022 年（環境省） 
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(2)  エネルギー起源二酸化炭素の排出量 

ア  排出量 

本町における 2019（令和元）年度のエネルギー起源二酸化炭素の排出量

は，106 千トン CO 2 であり，温室効果ガス総排出量の 72.8％を占めていま

す。部門別排出割合をみると，産業部門が 42％と最も大きく，続いて，運

輸部門が 36％，家庭部門が 13％，業務その他部門が 9％の順となっていま

す。 

また，鹿児島県と比較すると，本町は産業部門の割合が大きく，運輸部

門の割合が小さくなっています。いずれの部門も基準年である 2013（平

成 25）年度と比較して，運輸部門で約 1 割減，その他の部門で約 4 割減と

なっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年度のエネルギー起源二酸化炭素排出割合 
資料 鹿児島県：県温暖化対策実行計画改定にかかるパブコメ資料 

大崎町：鹿児島県データを基にして按分した計算値  

 

【各部門の定義】 

部 門 定 義 

産 業 部 門 

農業，林業，漁業（第 1 次産業）や，鉱業，建設業，製造業等（第 2 次

産業）における生産活動に伴って排出される二酸化炭素を計上する部

門。 

業務その他部門 

事務所・ビル，商業・サービス業等（第 3 次産業）における事業活動に

伴って排出される二酸化炭素を計上する部門（社用自動車からの排出を

除く）。 

家 庭 部 門 
家庭における電気やガス等の使用に伴って排出される二酸化炭素を計上

する部門（自家用自動車からの排出を除く）。 

運 輸 部 門 
自動車，船舶，航空機，鉄道による人や物の輸送等に伴って排出される

二酸化炭素を計上する部門（社用・自家用自動車からの排出を含む）。 

エネルギー転換部門 
発電所における所内の自家消費分及び送配電ロスに伴って排出される二

酸化炭素を計上する部門（販売電力からの排出を除く）。 

 

産業部門

17.2%

業務その他

部門

23.1%

運輸部門

42.5%

家庭部門

14.8%

エネルギー転換部門

2.5%

鹿児島県

エネルギー起源二酸化炭素排出量：8,638千トンCO2

産業部門

42.5%

業務その他

部門

9.4%

運輸部門

35.8%

家庭部門

13.2%

大崎町

エネルギー起源二酸化炭素排出量：107千トンCO2
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本町におけるエネルギー起源二酸化炭素の部門別排出量の推移 

（単位：千トン CO 2） 

年度 
 

区分 

2013 2019 基準年度比 

平成 25 令和元 2019/2013 

産業部門 ７３ ４５ 61．6 

業務その他部門 １６ １０ 62．5 

家庭部門 ２４ １４ 58．3 

運輸部門 ４３ ３８ 88．4 

廃棄物分野 ０ ０  

エネルギー転換部門 ０ ０  

合 計 １５６ １０６  

備考 四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。 
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イ  部門別排出量 

(ｱ)  産業部門 

2019（令和元）年度の産業部門の二酸化炭素排出量は，45 千トン CO 2 で

あり，業種別排出割合をみると，製造業が 15 千トン CO2（33％），農林水

産業が 29 千トン（64％），建設業・鉱業が 1 千トン CO2（2％）となってい

ます。鹿児島県と比較すると，農林水産業の割合が大きくなっています。 

また，2013（平成 25）年度と比較して，32％の減少（鹿児島県：37.9％

の減少）となっており，業種別では，製造業は 45％，建設業・鉱業は 22％，

農林水産業は 35％減少しています。これは，再生可能エネルギーの導入拡

大や東日本大震災後に停止した原子力発電所の再稼働に伴い火力発電所か

らの排出が減少したことが主な要因として考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業部門の業種別二酸化炭素排出割合 

資料 鹿児島県：県温暖化対策実行計画改定にかかるパブコメ資料 

大崎町：鹿児島県データを基に按分した計算値  
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(ｲ)  業務その他部門 

2019（令和元）年度の業務その他部門の二酸化炭素排出量は，10 千トン

CO 2 であり，2013（平成 25）年度の 16 千トン CO2 と比較して，38％の減少

（鹿児島県：35％の減少）となっており，再生可能エネルギーの導入拡大

や省エネルギー・節電の取組が進んだことが主な要因として考えられます。 

 

(ｳ)  家庭部門 

2019（令和元）年度の家庭部門の二酸化炭素排出量は，14 千トン CO 2 で

あり，2013（平成 25）年度の 24 千トン CO2 と比較して，42％の減少（鹿

児島県：32％の減少）となっており，再生可能エネルギーの導入拡大や省

エネルギー・節電の取組が進んだことが主な要因として考えられます。 

 

(ｴ)  運輸部門 

2019（令和元）年度の運輸部門の二酸化炭素排出量は，38 千トン CO 2 で

あり，排出区分別割合をみると，全量が自動車でそのうち旅客自動車が 15

千トン CO2，貨物自動車が 23 千トン CO2 となっています。船舶，航空，鉄

道はありません。 

また，2013（平成 25）年度と比較して，12％の減少（鹿児島県：19.2％

の減少）となっており，排出区分別では，旅客自動車は 13％，貨物自動車

は 11％減少しています。これは，燃費性能の良い乗用車の増加による消費

エネルギーの減少や，新型コロナウイルス感染症の流行に伴う運行数の減

少が主な要因として考えられます。 
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ウ  1 人当たりのエネルギー起源二酸化炭素排出量 

町民 1 人当たりのエネルギー起源二酸化炭素排出量は，2013（平成 25）

年度が 10.8 トン CO2（156 千トン CO2／14,429 人）で，2019（令和元）

年度では，8.3 トン CO2(106 千トン CO2／12,784 人)（2013（平成 25）年

度比 23.2%の減少）となっています。 

鹿児島県で見ると 2013（平成 25）年度が 7.3 トン CO 2 で，2020（令和 2）

年度は 5.4 トン CO 2 となっています。また，全国で見ると，2013（平成 25）

年度の 9.7 トン CO 2 が 2019（令和元）年度には 8.2 トン CO 2 になっていま

す。 

2019（令和元）年度の町民 1 人当たりのエネルギー起源二酸化炭素排出

量は，国民 1 人当たりの排出量と同等となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 人当たりのエネルギー起源二酸化炭素排出量の推移 
資料 1 県統計年鑑（県統計課） 

2 日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2022 年（環境省） 
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(3)  エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量 

ア  非エネルギー起源二酸化炭素の排出量 

非エネルギー起源の二酸化炭素排出としては，廃棄物の焼却や工業プロ

セスからの排出がありますが，本町においては対象となる排出源はありま

せん。 

鹿児島県の排出量は 328 千トン CO 2 であり，そのうち 83.3％を廃棄物の

焼却からの排出が占めています。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度の非エネルギー起源二酸化炭素排出割合 
資料 鹿児島県：県温暖化対策実行計画改定にかかるパブコメ資料 
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イ  メタンの排出量 

本町における 2019（令和元）年度のメタン排出量は，32,527 トン CO 2 で

あり，温室効果ガス総排出量の 17.2％を占めています。 

排出区分別割合をみると，家畜の消化管内発酵や排せつ物管理，水田な

ど，農業分野からの発生が 99.1％とほとんどを占めており，続いて，廃棄

物分野（汚水処理）が 0.6％，燃料の燃焼分野が 0.3％の順となっています。 

また，鹿児島県の排出量と比較すると，同様な構成比となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 2020 年度のメタン排出割合 
資料 全国：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2022 年（環境省） 

 

2019（令和元）年度の排出量は 33 千トン CO2 で，2013（平成 25）年度

の排出量 39 千トン CO2 と比較して，6.4 千トン CO 2，1.6％の減少（鹿児島

県は 18.2 千万トン CO 2，1.6％の増加）となっており，農業分野の減少と

なっています。農業分野の減少は，牛の飼養頭数が減少したことが主な要

因として考えられます。 
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本町におけるメタン排出量の推移 

      （単位：トン CO 2） 

年度 
 

区分 

2013 2019 基準年度比 

平成 25 令和元 2020/2013 

農業分野 38 ,628 32 ,243 83 .5％ 

 消化管内発酵 26 ,763 22 ,250 83 .1％ 

 家畜排せつ物管理 9 ,754 8 ,278 84 .9％ 

 水田 2 ,012 1 ,624 80 .7％ 

 農作物残さの野焼き 99 91 91 .9％ 

廃棄物分野 186 195 107 .2％ 

燃料の燃焼分野 83 89 93 .6％ 

合 計 38 ,897 32 ,527 83 .6％ 

備考 四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。 
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ウ  一酸化二窒素の排出量 

本町における 2019（令和元）年度の一酸化二窒素排出量は，45,647トン

CO 2 であり，温室効果ガス総排出量の 24.1％を占めています。 

排出区分別割合をみると，家畜の排せつ物管理や農用地の土壌など，農

業分野からの発生が＊％と最も大きく，続いて燃料の燃焼分野が 5.5％，

廃棄物分野が 2.1％，製品の使用分野（麻酔剤の使用）が 0.2％の順となっ

ています。 

また，鹿児島県と比較すると，本町は農業分野の割合が大きくなってい

ます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度の一酸化二窒素排出割合 
資料 全国：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2022 年（環境省） 

 

2019（令和元）年度の排出量 45,647 トン CO2 は，2013（平成 25）年度

の排出量 46,527 トン CO2 と比較して，880 トン CO 2，1.9％の減少となり

ました。（鹿児島県は 4.7 千トン CO 2，0.5％の減少） 

農業分野が 846トン CO 2 の減少となっています。農業分野の減少は，鶏・

牛の飼養羽頭数が変動したことが主な要因として考えられます。 
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本町における一酸化二窒素排出量の推移 

（単位：トン CO 2） 

年度 
 

区分 

2013 2019 基準年度比 

平成 25 令和元 2020/2013 

農業分野 45 ,843 44 ,997 98 .2％ 

 家畜排せつ物管理 41 ,127 40 ,423 98 .3％ 

 農用地の土壌 4 ,558 4 ,423 94 .1％ 

 農作物残さの野焼き 158 151 95 .6％ 

燃料の燃焼分野 575 546 95 .0％ 

廃棄物分野 109 104 95 .4％ 

製品の使用分野 0 0  ％ 

合 計 46 ,527 45 ,647 98 .1％ 

備考 四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。 
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エ  代替フロン等 4 ガスの排出量 

ハイドロフルオロカーボン類は，エアコンや冷蔵庫の冷媒，発泡剤，洗

浄剤，スプレーの噴射剤などの様々な用途に使用されています。パーフル

オロカーボン類は，電子部品の洗浄や半導体製造で用いられ，六ふっ化硫

黄は，半導体製造のほか変圧器など電力機器の電気絶縁ガスとして，三ふ

っ化窒素は，半導体製造や製造装置の洗浄に使用されています。 

本町における 2019（令和 2）年度の代替フロン等 4ガス排出量は，5,062

トン CO2 であり，温室効果ガス総排出量の 2.7％を占めています。 

種類別割合をみると，ハイドロフルオロカーボン類のみの排出となって

います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 2020 年度の代替フロン等 4 ガス排出割合 

資料 全国：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2022 年（環境省） 

 

2019（令和 2）年度の排出量 5,062 トン CO2 は，2013（平成 25）年度の

排出量 3,865 トン CO2 と比較して，1,197 トン CO 2，31.0％の増加（全国

は 18 百万トン CO 2，47.1％の増加）となっており，ハイドロフルオロカー

ボン類が 253 千トン CO 2 の増加，パーフルオロカーボン類が 15 千トン CO 2

の増加，六ふっ化硫黄が 16 千トン CO 2 の減少，三ふっ化窒素が 0.6 千トン

CO 2 の減少となっています。 

ハイドロフルオロカーボン類の増加は，冷凍空調機器の冷媒用途を中心

に，フロンからの転換が進行していることが主な要因として考えられます。 
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本町における代替フロン等 4 ガス排出量の推移 

               （単位：トン CO 2） 

年度 
 

区分 

2013 2019 基準年度比 

平成 25 令和元 2020/2013 

ハイドロフルオロカーボン

類  
3 , 865  5 ,062 131 .0%  

パーフルオロカーボン類  0  0  %  

六ふっ化硫黄  0  0  %  

三ふっ化窒素 0 0  %  

合 計 3 ,865 5 ,062 131 .0%  
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２  温室効果ガス排出量の将来推計 
 

2030 年度の温室効果ガス総排出量（現状すう勢ケース） 

将来予測される人口や経済状況等を基に，現状すう勢ケース（特段の温

暖化対策を講じない場合）による 2030 年度の温室効果ガス排出量の将来推

計を行いました。 

将来推計では，本町における 2030 年度の温室効果ガス総排出量は，

12,446 千トン CO 2 と推計され，2013（平成 25）年度と比較して，人口・世

帯数等の減少により総排出量は 18.2％の減少と推計されます。 

 

表 3-1 2030 年度の温室効果ガス総排出量の将来推計結果 

（単位：千トン CO 2） 

区分 

2013 年度 

（平成 25） 

2019 年度 

（令和元） 

2030 年度 

（現状すう勢） 
基準年度比 

基準年度 現状  目標年度 2030－2013 2030／2013 

二酸化炭素 156 107 91  ▲  65  58 .3％ 

 

!
"
#
$
%
起
源 

産 業 部 門 73 45 34  ▲  39  46 .7％ 

 業務その他部門 16 10 9  ▲  7  56 .3％ 

 家 庭 部 門 24 14 13  ▲  11  54 .2％ 

 運 輸 部 門 43 38 35  ▲  8  81 .4％ 

 エネルギー転換部門 0 0  0   0  ％ 

 小  計 156 107 91  ▲  65  58 .3％ 

 非
!
"
#
$

%
起
源 

工業プロセス分野 0 0  0   0  ％ 

 廃 棄 物 分 野 0 0  0   0  ％ 

 小  計 0 0  0   0  ％ 

メタン 39 33 32  ▲  7  82 .1％ 

一酸化二窒素 47 46 45  ▲  2  95 .7％ 

代替フロン等 4 ガス 4 5  5   1  125 .0％ 

合 計 246 191 173 ▲  73  70 .3％ 

備考 四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。 
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３  森林による吸収量 

(1)  現況 

鹿児島県の温暖化対策実行計画によると県の 2020（令和 2）年度におけ

る森林吸収量は，1,886 千トン CO 2 となっています。2021（令和 3）年 4 月

1 日における鹿児島県の森林面積は 592,424 ヘクタールで，本町の森林面

積は 3,590 ヘクタールであるため，県全体の 0.6％にあたることから，本

町の 2019（令和元）年度の森林吸収量は，11.4 千トン CO2 と推計できま

す。 

（森林面積出典：令和 3 年度鹿児島県森林・林業統計） 

 

(2)  将来推計 

鹿児島県の森林は総体的に高齢級化してきており，年間の成長量は減少

傾向にあると言われており，森林吸収量も減少することが見込まれますが，

間伐など適切な森林経営を引き続き行うことにより，将来も一定量確保さ

れると考えられます。 

県の温暖化対策実行計画では 2030 年度の森林吸収量将来推計量を 1,375

千トン CO 2としており，森林面積の割合が変化しないと仮定した場合，本町

の 2030 年度の森林吸収量将来推計量は 8.3 千トン CO2 と推計されます。 
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第 4 章  脱炭素化に向けて 

1 脱炭素化に向けたポイント 

(1)  本町が目指す将来像 

本町では，2021（令和 3）年に，2021 年度（令和３年度）から 2029 年

度（令和 11 年度）までの９年間を計画期間とし，持続可能な大崎町を実

現していくための新たな指針として「第３次大崎町総合計画」を策定しま

した。 

この中では，2030 年の大崎町の姿として「まち・ひと・しごと 世界の

未来をつくる 循環のまち」と，以下の３つの基本理念を定めています。 

 

① 社会，環境，経済等に配慮し，持続可能なまちづくりに自らが取り組

もうとする人を育むこと。 

② 美しい自然を守り，育みながら発展する，持続可能なまちの基盤をつ

くりあげていくこと。 

③ 多様性を認めながら，互いに認め合い，支え合う，結いの精神に基づ

いた地域社会の仕組みをつくりあげていくこと。 

 

また，基本コンセプトとして，３つの循環をあげています。 

① 世代をこえた循環 

② 資源の循環 

③ 経済の循環 

 

今回策定する「大崎町温暖化対策実行計画〔区域施策編〕においても，

この考え方に立ち，世代を超えて，町民・町内の事業者・組織団体がとも

に連携し，資源を大切にしながら，経済的にも安定した住み続けたい街を，

脱炭素の視点で作っていくこととしています。 

これまでに策定し

ているサーキュラー

ビレッジ大崎町を脱

炭素の視点から具現

化していきます。 

 

  

 

サーキュラービレッジ構想 
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将来のイメージ 

脱炭素ロードマップ策定事業においてとりまとめた，将来の大崎町のビ

ジョンは次の通りです。 

 

1.サーキュラービィレッジ構想に描かれている「全てのものがリユース・リサイ

クルされて循環する」の言葉通り，さまざまなものが循環型で環境負荷の低いもの

に置き換えられています。美しい自然環境や地域の繋がり，仕事や人口が維持され

ており，若者たちへの教育が充実し，リサイクルや買い物がより便利になり，経

済・社会・環境のバランスのとれた美しく暮らしやすい大崎町となっています。 

 

2.基幹産業である農林水産業では，現在は廃棄物として処理されている農業残渣

や畜産糞尿などが再生エネルギー化されています。有機農業や地産地消の推進によ

り，地域内での物流や経済循環が活性化し，繋がりややりがいのある仕事として農

林水産業が賑っています。 

適正に管理された森林により CO2 が固定されています。 

 

3.家庭では，断熱や省エネによりエネルギーのロスが減り，共同菜園などにより

集落単位での地産地消が進んでいて，集落内の繋がりが増しています。ソーラーパ

ネルや蓄電池の設置，EV 化の促進により，災害時にも停電せずレジリエンスの高

い住宅や集落が実現しています。 

 

4.運輸では，燃料自動車から EV への置き換えが進むとともに，エコドライブの推

進によって燃費も事故も抑えられています。共同運送・共同配送の促進により物流

の仕組みが最適化されています。 

 

 

(2)  削減目標等設定の考え方 

本町の温室効果ガスの排出削減目標等については，町民及び事業者から

のアンケート調査結果及び意見交換会で提案された「声」を盛り込み，社

会的な地域特性，国際的な動向や国・鹿児島県の取組等を踏まえながら，

基準年度及び目標年度を定めて対策・施策を実施します。あわせて進捗状

況を管理・検証するための指標として削減目標を設定します。 

 

(3)  脱炭素化のポイント 

■徹底した省エネルギーの推進 

■本町の温室効果ガスの排出削減目標等については，町民及び事業者から

構成する  
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２  再生可能エネルギーの導入 

(1)  再生可能エネルギーとは 

 

 

 

自然に生み出されているエネルギーは，枯渇することなく繰り返し使え

るエネルギーとなるため“再生可能エネルギー”と呼ばれます。このエネ

ルギーを私たちが利用しやすい電気や熱などの形にして利用しています。

再生可能エネルギーを利用することは２つの意義があります。 

 

＜環境にやさしい＞ 

二酸化炭素のような“温室効果ガス”の発生を抑制することができると

いう点で大きな意義があり，パリ協定で規定されている“温室効果ガス”

の排出量削減目標を掲げる日本として，目標を達成するために必要不可欠

なエネルギーです。 

 

＜日本国内でエネルギーが確保できる＞ 

エネルギー源としてのウラン，石油，石炭，天然ガスを輸入に頼ってい

る日本において，エネルギーの自給率を向上させることが求められていま

す。再生可能エネルギーのほとんどは，基本的に日本において発生してい

るものであり，これを利用できれば安定的にエネルギーを自給することが

可能となります。さらに，その地域で作ったエネルギーをその地域で使う，

エネルギーの地産地消が可能となります。 

 



第 4 章 温室効果ガスの排出・吸収の量に関する目標 

40 

 

「再生可能エネルギー」を利用する形態で分類すると２つに区分できま

す。一つが発電によって作られる「電力」です。さまざまな再生可能エネ

ルギーから電気エネルギーを創出します。化石燃料による発電量を減らし

て，温室効果ガスの排出量を減らすことができます。もう一つが得られる

「熱利用」です。さまざまな再生可能エネルギーから得られた熱を利用し

て加熱や冷暖房や給湯などを行い，加熱などのために使用していた化石燃

料の使用量を削減することで，温室効果ガスの排出量を減らすことができ

ます。 
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(2)  再生可能エネルギーの種類 

■太陽光エネルギー 

近年大きく拡大したのが太陽

光発電です。太陽光が持つエネ

ルギーを電力に変換して，電気

を供給するものです。最近で

は，工場や学校の屋根や一般の

住宅に設置したり，専用の敷地

に大規模な発電設備を設置する

メガソーラーなどもみられたり

しています。光透過型の発電パネルを利用することで農地のうえで発電を

行う営農型発電や池などに浮かべて使用する浮体式の設備，リュックサッ

クの背面につけられているなど可搬型の発電設備もあります。 

発電事業者が工場などの屋根を借り，無償で発電設備の設置・運用を行

い，工場では発電した電気を発電事業者から購入することで，設備の設置

費用をかけずに再生可能エネルギー由来の電気を使うことができるように

なる形態での設置（PPA モデル）も広がっています。 

不適正な施工がおこなわれて斜面崩壊を起こす事例や，パネルの反射光

による影響を受けるケースなども報告されています。また，当然ですが昼

間しか発電できませんし，天候が悪いときも発電機能が低下します。 

 

■風力エネルギー 

山の稜線などにいくつもの大型風車が並ぶ光景を

各地で見かけるようになりました。風によって風車

が回り，その力で風車に接続されている発電機を回

転させ，電気エネルギーを作り出します。大型のも

のでは翼端の回転速度が時速数百ｋｍになることも

あり，野鳥が衝突して死亡する事例が報告されてい

ます。また回転時の風切り音による騒音被害や回転

時に発生する低周波による被害を訴える事例も報告されています。当然で

すが風が吹かないときは発電ができませんし，台風などの強風時には設備

の保安上の理由から発電させない場合もあります。落雷や強風などで風車

の翼や支柱が破損するケースも報告されています。 

直径が数十センチから数メートル程度の風車を使った小型風力発電設備

が公園の街灯など，小規模な電力が必要な場所で利用されています。風車

は陸上だけでなく，浅海底から立ち上げたり，洋上に浮体を浮かべて風車

を設置するような設備もできはじめています。 
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■水力エネルギー 

山に降る雨水などを高いところに貯水して，その水を人工的に設置した

水路により，低いところに勢いよく落とすことで水車を回します。その水

車に接続されている発電機を回転させて電気をつくるのが水力発電です。

一定量の雨が降りさえすれば，安定的に比較的大きな電力を得ることがで

きます。 

大規模な水力発電には，大きなダムなどの貯水設備が必要となり，設置

できる場所が限られてしまいます。また，ダムを設置することにより河川

の上流と下流を回遊する生きものの行動を遮ってしまったり，発電用水路

側に水を流すことで，本来河川に流れる水が少なくなって生きものに影響

を与えたり，ダムを造ることによる水質の悪化を生むこともあります。 

近年用水路や湧き水などを利用した小水力発電が注目されています。落

差が 2m 程度あれば利用できるとされており，各所に利用可能なエネルギー

が存在しています。排水や上水道の管路に水車を入れて，流路中の水力を

エネルギー化する取り組みも進められています。 

直接的な再生可能エネルギーではありませんが，夜間の余剰電力を利用

して山上の貯水池に水をくみ上げて，昼間に水を流下させて水力発電を行

う，揚水発電があり，昼間の火力発電の発電量の低減に貢献しています。 

 

■地熱エネルギー 

地中にあるマグマの熱でできる蒸気によって，発電機を駆動させるとい

うしくみです。日本は活火山が多く地熱発電に利用できるエネルギー量が

豊富に存在します。活火山がある限り，天気や昼夜に影響を受けることも

なく安定的に電力を供給することができます。 

実際には，発電に利用できる強力に自噴する蒸気井を掘り当てるにはリ

スクが伴います。また蒸気井にスケールがついて閉塞したり，蒸気量が減

少して蒸気井が利用できなくなることもあります。さらに，蒸気中にはさ

まざまな成分が含まれていたり，ｐHが低かったりして，大気中に放出する

と発電所周辺植生などの環境を悪化させる場合もあります。そのため地下

からの蒸気を発電に利用した後に，液体にして地下に圧入するような取り

組みも行われています。  
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■バイオマスエネルギー 

バイオマスという言葉はもともと「Bio：

生物資源 と Mass：量」という意味から成

り立っています。再生可能エネルギーに関

連して用いる際は，生物由来の有機性資源

を指し，残飯などの生ごみや家畜などの

糞，木材，わらなど動植物などから生まれ

た資源の総称として使われています。発電

や熱利用，燃料製造に利用されます。 

バイオマスは生物由来の有機物であるた

め，燃焼や発酵などにより熱を取り出すこ

とができたり，可燃性の燃料を製造することなどが可能です。バイオマス

やそこから得られた燃料は，それを燃焼させるとき出てしまう二酸化炭素

があったとしても，もともと動植物が成長する過程で大気中から取り込ん

だものであるため，地下深くから掘り出した化石燃料の燃焼と違い，新た

に大気中の二酸化炭素量を増加させない“カーボンニュートラル”な燃料

となります。他の再生可能エネルギーに比べて，安定的に発電が可能であ

るものの資源が各地に分散しているため，それらの収集に費用が必要にな

ります。 

バイオマスの分類 

  

      資料 資源エネルギー庁 WEB 

 

くずまき高原牧場  畜ふんバイオマス

システム（出力 37kW） 

資料 資源エネルギー庁 WEB  
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■太陽熱エネルギー 

システムのエネルギー源は太陽エネルギーです。

エネルギー源そのものの導入コストは永久的に無

料です。簡単なシステムであるため，特別な知識

や操作が必要なく，手軽に導入できます。 

液体式は集熱器，蓄熱槽で構成されています。太

陽熱は集熱器で集められ，熱媒体の液体により蓄

熱槽へ運んで，そこで水を温めてお湯を作りま

す。液体式は集熱器，蓄熱槽がわかれていてコンパクトであるため，太陽

光発電のパネルと併設することも比較的容易です。集熱器には平板型と真

空管型があり，斜めに設置する平板型は比較的安価です。真空管型は非常

に効率がよく高温集熱が可能です。真空管型は水平に設置することも可能

です。 

屋根に設置した集熱器が空気を温める空気式の太陽熱の利用方法もあり

ます。集熱器とハンドリングボックスなどの送風機ユニットから構成され

ており，温められた空気は家の床下に送られます。蓄熱材に熱を蓄えたり，

室内に暖かい空気を取り入れたりすることで暖房効果があります。 

 

■温度差熱利用 

地下水，河川水，下水などの水源を熱源としたエネルギーです。夏場は

水温の方が温度が低く，冬場は水温の方が温度が高い。この，水の持つ熱

を，ヒートポンプを用いて利用したものが温度差熱利用です。冷暖房など

地域熱供給源として全国で広まりつつあります。 

海洋の表層水と深層水の間の温度差を利用する海洋温度差発電も実用化

が進められています。 

 

■地中熱エネルギー 

浅い地盤中に存在する低温の熱エネル

ギーです。大気の温度に対して，地中の

温度は地下 10～15m の深さになると，年

間を通して温度の変化が見られなくなり

ます。そのため，夏場は外気温度よりも

地中温度が低く，冬場は外気温度よりも

地中温度が高いことから，この温度差を

利用して効率的な冷暖房等を行います。 

空気熱源ヒートポンプ（エアコン）が

利用できない外気温-15℃以下の環境でも利用可能，放熱用室外機がなく，

 
鹿 児 島 ふ れ あ い スポ ーツランド 

 

資料 地中熱利用促進協会 
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稼働時騒音が非常に小さい，地中熱交換器は密閉式なので，環境汚染の心

配がない，冷暖房に熱を屋外に放出しないため，ヒートアイランド現象の

元になりにくい等の利点があります。しかし，設備導入(削井費用等)に係

る初期コストが高く，設備費用の回収期間が長いという課題があります。 

 

■海洋エネルギー 

黒潮などの海流や潮の満ち引きでおきる潮流，波の力等を利用した発電

が計画されています。クリーンなエネルギーですが，それを利用するため

の仕組みについては現在研究が進められている段階です。 
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(3)  再生可能エネルギー導入ポテンシャル分析 

環境省が提供する再生可能エネルギー情報提供システム（ REPOS ＝

リーポス）で、町内に存在する再生可能エネルギーで、現実的に利用可

能なもの（ポテンシャル）のあるものの状況を確認することができます。 

 

■太陽光発電 

建物の上などに設備を設置する場合の発電ポテンシャルを評価した

結果では、町内全域で設置の効果が認められ、一部でやや高いポテン

シャルを示す地域も確認できます。 

 

 

遊休地や農地など地面に設備を設置する場合の発電ポテンシャルを

評価した結果では、平地が多い特性により町内全域で設置の効果が認

められ、やや高いポテンシャルを示す地域も多く確認できます。 
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■風力発電 

陸上風力発電のポテンシャルは、一般に山地や洋上などで高くなり

ます。山地が少ない本町内では、北部の一部と海岸線の一部で陸上風

力発電のポテンシャルが示されています。洋上風力発電でポテンシャ

ルがあるとされる場所は、志布志湾の中央部より沖側に限られていま

す。 
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■中小水力発電 

中小水力発電のポテンシャルは、町内では持留付近の持留川で 100～

200kW のポテンシャルが示されています。 

 

 

■地熱発電 

地熱発電のポテンシャルがある場所として、町内に示されていると

ころはありません。蒸気フラッシュ、バイナリーともに霧島や指宿な

ど県内でも限られた場所に分布しています。 
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■太陽熱利用 

太陽熱温水器などの設備により太陽熱を利用する場合のポテンシャ

ルを評価した結果では、町内全域で設置の効果が認められ、一部でや

や高いポテンシャルを示す地域も確認できます。 

 

 

■地中熱利用 

地中熱を利用する場合のポテンシャルを評価した結果では、町内全

域で設置の効果が認められ、一部でやや高いポテンシャルを示す地域

も確認できます。 
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(4)  再生可能エネルギー利用設備導入効果 

■太陽光発電施設 

環境省の地域経済波及効果分析ツールにより、町内に 1000ｋW クラ

スの太陽光発電設備を 1 か所設置し、売電を行った場合を想定した試算

によると、設備投資額が 1.6 億円必要になるものの、建設による町内

への経済効果は 2 次効果も含めると 2.58 億円あり、事業による町内へ

の経済効果は 2 次効果も含めると 17 年間で 3.49 億円と試算されてい

ます。 
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■陸上風力発電施設 

環境省の地域経済波及効果分析ツールにより、町内に 1000ｋW クラス

の陸上風力発電設備を 1 か所設置し、売電を行った場合を想定した試算

によると、設備投資額が 2.82 億円必要になるものの、建設による町内

への経済効果は 2 次効果も含めると 4.57 億円あり、事業による町内へ

の経済効果は 2 次効果も含めると 17 年間で 7.60 億円と試算されていま

す。 
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■洋上風力発電施設 

環境省の地域経済波及効果分析ツールにより、町内に 1000ｋW クラス

の洋上風力発電設備を 1 か所設置し、売電を行った場合を想定した試算

によると、設備投資額が 5.65 億円必要になるものの、建設による町内

への経済効果は 2 次効果も含めると 9.15 億円あり、事業による町内へ

の経済効果は 2 次効果も含めると 17 年間で 18.95 億円と試算されてい

ます。 
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■木質バイオマス発電施設 

環境省の地域経済波及効果分析ツールにより、町内に 1000ｋW クラス

の陸上風力発電設備を 1 か所設置し、売電を行った場合を想定した試算

によると、設備投資額が 4.10 億円必要になるものの、建設による町内

への経済効果は 2 次効果も含めると 6.64 億円あり、事業による町内へ

の経済効果は 2 次効果も含めると 15 年間で 32.53 億円と試算されてい

ます。 
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３  脱炭素目標 

 

(1)  脱炭素と地域経済の両立 

環境省による地域経済循環分析によると，大崎町域において生産により

生じた価値は 472 億円（第 1 次産業 135 億円，第 2 次産業 118 億円，第 3

次産業 219 億円）あり，ここに域外から交付金やふるさと納税などの資金

の流入が 124 億円あります。これが所得として分配され，消費に回されま

す。所得からの支出は 596 億円ありますが，そのうちエネルギーの調達や

原材料費などとして 124 億円が町外に流出し，域内への環流は 472 億円

（経済循環率は 79.3％）となっています。 

町外へ流出する 124 億円についてはエネルギーの調達費用が含まれてお

り，この部分を地域で生産できる再生可能エネルギーへと転換することで，

域内経済の活性化が期待されます。 

 

 

資料 地域経済循環分析（環境省） 
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(2)  脱炭素目標の設定 

国は，2021（令和 3）年 10 月に改定した「地球温暖化対策計画」で，国

内の排出削減・吸収量の確保により，2030 年度において，2013（平成 25）

年度比で 46％削減することを目指し，さらに，50％の高みに向けて挑戦を

続けていくこととしています。 

これを踏まえ，本町の温室効果ガスの排出削減目標の基準年度について

は 2013（平成 25）年度とし，この計画における目標年度については 2030

年度とします。 

削減目標については，本町における将来推計結果（現状すう勢ケース）

や，国による中期目標達成に向けた温室効果ガスの排出削減，吸収に関す

る対策による削減見込量等を踏まえ，温室効果ガス排出量を 2030 年度まで

に森林吸収による削減効果 8.3 千トン CO2 を含み 2013（平成 25）年度比

で 50％削減して「132.8 千トン CO2」とすることをこの計画における目標

とします。そのためには 2030 年度までの追加的な新たな対策・施策による

排出削減量の積み上げが 32 千トン CO2 分必要です。 

なお，本町は 2050 年度ゼロカーボン宣言を行っており，国及び県と同様

に，2050 年度末までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする，2050 年

カーボンニュートラルを長期的目標として設定します。これを通じて，脱

炭素社会の実現を目指します。 

 

 

削減目標 
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0 
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2013 2019 （年度）
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削減

目標等

2030
現状

➡ 132.8千トンCO2

132.8

対策・施策による削減分

▲32千トンCO2

森林吸収分 ▲8.3千トンCO2

【2013年度比▲46％】

2050
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４  部門別削減目標等 

国及び鹿児島県の対策・施策と連携した本町の施策，また本町の独自の

施策を行って，総合的に大崎町域における温室効果ガスの排出削減を進め

ることとします。 
 

■ 産業部門 

家畜等の飼育からの排出量抑制策や稲作からの排出抑制策，農業機械

の EV 化，バイオマス燃料の利用拡大など省エネルギー設備や再生可能エ

ネルギーの導入等による削減効果を見込んでいます。 
 

■ 業務その他部門 

国及び県が実施する建築物における省エネルギー機器や再生可能エネ

ルギーの導入等を後押しする施策や地域エネルギー供給会社の設立支援

などによる削減効果を見込んでいます。 
 

■ 家庭部門 

国及び県が実施する住宅における省エネルギー機器の導入等を後押し

する施策に加えて，サステナブルファッションの展開や菜園を通じたコ

ミュニティづくりともつながる活用による削減効果を見込んでいます。 
 

■ 運輸部門 

国及び県が実施する次世代自動車の普及等を後押しする施策に加えて，

公用車の EV 化とそれを利用したカーシェアリングの展開，EV 試乗会の実

施などによる削減効果を見込んでいます。 
 

■ その他部門 

国や県が実施する代替フロン等 4ガスにおけるノンフロン製品等への転

換や業務用冷凍空調機器からの使用時の漏えい防止・廃棄時等の回収事

業を後押しする施策を実施すること等による削減効果を見込んでいます。 
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各部門別削減目標等 

（単位：千トン CO 2） 
備考 四捨五入の関係上，合計が一致しない。 

部   門 

2013 年度 

〔基準年度〕 

排出量 

2030 年度 

〔目標年度〕 

2013 年度比（排出削減量） 
現状趨勢 

排出量 

追加的 

削減施策 

による 

削減量 

エ
ネ
ル
ギ
%
起
源 

産 業 部 門 73 

 

34 -4 ▲59 ％ （▲43） 

業 務 そ の 他 部 門 16 9 -9 

 

▲98 ％ （▲16） 

家 庭 部 門 24 13 -7 ▲75 ％ （▲18） 

運 輸 部 門 43 35 -2 

2 

▲23 ％ （▲6） 

そ の 他 0 0 0   （ 0） 

メタン 39 32 -7 

 

▲36 ％ （▲14） 

一酸化二窒素 47 45 0 ▲44 ％ 

 
（▲2） 

代替フロン 4 5 0 

 

 

125 ％ （ 0） 

合 計 246 173 -36 

 

▲44 ％ （▲37） 
      

森林吸収による削減効果 － -8.3 -1.7 

 

  

森林吸収を含む排出量  246 129 ▲46 ％ （▲113） 
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第 5 章  温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

１  対策・施策の進め方 

徹底した省エネルギー活動を進め，エネルギーの使用量そのものを減ら

していきます。それで減らせなかったエネルギーの使用については，再生

可能エネルギーへの転換を進めます。その上で，どうしてもゼロにできな

い排出量については，当面は他の場所での排出削減活動や森林吸収源対策

を支援することによってうまれたカーボン・クレジットの購入も利用しな

がら，最終的には本町内の森林吸収によって相殺し，域内でのカーボンニ

ュートラル＝実質的なゼロカーボン（脱炭素）社会の構築を目指します。 

 

２  排出部門・分野別対策 

(1)  温室効果ガスの排出削減対策（エネルギー起源二酸化炭素） 

①  産業部門 

ア  現状と課題 

県内有数の畜産・農業地域である本町においては，農業が基幹産業となっ

ています。農林水産分野の大きな柱の一つが「廃棄物のエネルギー化」です。

畜産糞尿，農業残渣などの廃棄物や肥料由来のメタン・亜酸化窒素の発生を

抑制し（施策 2, 4, 7, 11），廃棄物や廃棄物由来のバイオガスを燃料や熱

源に変えることによって化石燃料を代替する（施策 5, 8）取り組みを進め

ます。この一連の取り組みによって，農林水産業からの温室効果ガスの排出

を抑えながらも廃棄物を有効活用し，地域内での循環を生みだします。これ

らの取り組み群を通じて，リサイクルの町として発展してきた大崎町らしく

脱炭素に取り組みます。 

同時に，牛・豚・稲作の生産時に発生するメタンの抑制（施策 1, 3, 6）

に取り組みます。飼料や生育の方法を変えること脱炭素に取り組みながらよ

り質の高い農畜産物の生産を可能にします。低環境負荷の畜産品としてのブ

ランド化などを含め，環境と経済の両立を図ります。 

これらの取り組みに山林の適正管理（施策 9）を加え，二酸化炭素を吸収

してよりカーボンニュートラルに近づけます。 

これらの取り組みを通じて，より地域で資源やエネルギーが循環し，その

ことによって地域の経済が潤って地域としての魅力が増し，住民の暮らし心

地が向上するように取り組みを進めます 

 

イ  対策・施策の方向性 
 

基幹産業である農業分野において，脱炭素を視野に入れた経営をすすめ，競争力

のある生産品を再出することで，経営の安定化を目指します。 
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本町において追加的に取り組む施策一覧 

施策番号 施策内容 

施策 A1 肉用牛/乳用牛にメタンガス発生を抑制する飼料与える 

施策 A2 豚にメタンガスの発生を抑制する飼料与える 

施策 A3 家畜糞尿からのメタン燃料創出と利用 

施策 A4 稲作の中干し期間延長によるメタン発生抑制 

施策 A5 もみ殻・竹材のバイオ炭の農地施用による CO2 固定 

施策 A6 もみ殻の固形燃料化 

施策 A7 養鰻業者の燃料転換 

施策 A8 農業機械の EV 化 

施策 A9 有機農業の推進 

施策 A10 山林の適正管理 
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ウ  取り組む施策 

施策 A1. 肉用牛/乳用牛にメタンガス発生を抑制する飼料与える 

背景 

牛のゲップによるメタンの排出が畜産分野の排出の中でも大きな割合

を占めています。メタンガス発生を抑える飼料の供与により，排出を最

大 98%抑えられることが示されています。また，通常の慣用飼料に代え

てアミノ酸バランス改善飼料を給餌することにより，牛の飼養に伴う排

せつ物管理からの一酸化二窒素の排出量を抑制することができます。 

 

具体的な施策 

町内の肉牛/乳牛事業者に対して，メタンや一酸化二窒素の排出を抑

える飼料の購入に対する補助金制度を設けるとともに，飼料の効果的な

給与方法や削減できた温室効果ガスの量を算定し，J-クレジット制度に

おいてクレジット化することなどについての説明会の開催，モデル事業

の実施によるデータの公開などを実施します。 

 

注：J-クレジット制度によりクレジットを作成し，町外へ売却した

場合，大崎町内の炭素排出削減量が流出することになるが，売却可

能な期間は開始から 8 年間に限定されている。その間の売却益は，初

期の機器整備代金の回収費用と見なし，9 年目以降からが純粋に町内

の排出削減に寄与するものと考えられる。（以下の J-クレジットの記

述において同じ） 

 

想定される年間排出削減量 〔メタン発生抑制〕 

17,681 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指します。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 4,774 18,433 
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施策 A2. 豚にメタンガスの発生を抑制する飼料与える 

背景 

豚や鶏の糞尿の処理過程から温室効果ガスであるメタンガスが発生す

る。通常の慣用飼料に代えてアミノ酸バランス改善飼料を給餌すること

により，豚の飼養に伴う排せつ物管理からのメタンの排出量を抑制する

ことができる。 

 

具体的な施策 

豚の肥育事業者に対して，メタンの排出を抑える飼料の購入に対する

補助金制度を設けるとともに，飼料の効果的な給与方法や削減できた温

室効果ガスの量を算定し，J-クレジット制度においてクレジット化す

ることなどについての説明会の開催，モデル事業の実施によるデータの

公開などを実施する。 

 

想定される排出削減量 〔メタン発生抑制〕 

208 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 54 208 
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施策 A3. 家畜糞尿からのメタン燃料創出と利用 

背景 

牛や豚，鶏などの畜産糞尿は一部堆肥化されていますが，処理しきれ

ていない糞尿を発酵させてバイオガスを生成することができます。これ

は施設野菜や養鰻業で使用されている加温用の化石燃料の代替として使

用することにより，二酸化炭素の排出量を削減することが期待されます。

また，し尿の管理により排出される二酸化炭素や一酸化二窒素，メタン

などの温室効果ガスを削減できます。これに焼酎かすを加えることも可

能です。 

 

具体的な施策 

畜産糞尿を回収し，メタン発酵によりメタンガスを発生させる施設と，

メタンガスを直接燃料として利用する複合的な施設群を，町内に分散し

て配置する仕組みを導入します。メタンの売却や削減できた温室効果ガ

スの量を算定し，J-クレジット制度においてクレジット化することなど

についての説明会の開催，モデル事業の実施によるデータの公開などを

実施します。 

 

想定される排出削減量 〔メタン燃料利用（再エネ）・発生抑制〕 

7,245 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 1,876 7,245 

再エネ導入量（GJ） 0 4,749 18,337 
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施策 A4. 稲作の中干し期間延長によるメタン発生抑制 

背景 

水田の嫌気的環境においては微生物活動により温室効果ガスであるメ

タンが発生する。福島県の農業総合センターが行った研究では，1 週間

前倒しして中干し期間を延長したところ，メタンの発生が抑えられ，収

穫量には影響しないことが報告された。 

 

具体的な施策 

町内の稲作農家において，中干し期間を 1 週間程度延長することを推

奨することとし，説明会の開催やモデル圃場での実証実験，実験結果の

広報などを行う。 

 

想定される排出削減量 〔メタン発生抑制〕 

1,633 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 423 1,633 
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施策 A5. もみ殻・竹材のバイオ炭の農地施用による CO2 固定 

背景 

稲の籾殻や竹材・木材は，燃焼させたり，そのまま農地にすき込んだ

り堆肥化すると微生物により分解されて二酸化炭素を発生する。しかし，

炭化させることで炭素として地中にとどめることができ炭素固定が可能

になる。 

 

具体的な施策 

バイオ炭を製造する設備の導入を支援する補助金を設定する。もみ殻

等をバイオ炭にし，農地に施用することを推奨するため，説明会を実施

するほか，モデル圃場を設定して，取り組みを公開していく。条件が整

えば削減できた温室効果ガスの量を算定し，J-クレジット制度におい

てクレジット化することが可能なため，これについても説明会で解説す

る。 

 

想定される排出削減量〔バイオマス燃料利用（再エネ）・CO2 発生抑制〕 

337 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 87 337 
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施策 A6. もみ殻の固形燃料化 

背景 

現状では農地還元や牛糞に混ぜても，もみ殻に未利用余剰が生じてい

る。これをオガライトなど薪代用の固形燃料化することで化石燃料の代

替品として利用が可能である。 

 

具体的な施策 

町内数カ所に共同利用のもみ殻を固形燃料化する設備を設置し，廃棄

されているもみ殻を持ち込んで固形燃料とする。これを化石燃料の代替

として利用するため，「BBQ の日」を設定したり，回収販売ルートの確

立をすすめて，もみ殻固形燃料の利用促進を行う。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

 

713 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 185 713 
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施策 A7．養鰻業のバイオマス燃料への転換 

背景 

養鰻業者のボイラー利用による温室効果ガスの排出量が町内では大き

い。A 重油 A ボイラーから木質ボイラーに切り替えることで排出量が大

幅に削減できる。 

 

具体的な施策 

ボイラー更新の際に木質バイオマスボイラーの導入を推進する。買い

換えを促進する補助金を設ける。間伐材の有効活用により森林整備にも

有効であるので，間伐材の供給の仕組みを合わせて構築する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

15,986 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 4,140 15,986 
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施策 A8．農業機械の EV 化 

背景 

近年，電動の農業機械が発売されるようになってきている。機材を

EV 化することで温室効果ガスの排出削減が期待される。 

 

具体的な施策 

農業機械の EV 化を推進する。説明会や，導入のための補助金の創設

を行う。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

128 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0％ 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 33 128 
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施策 A9．有機農業の推進 

背景 

化学肥料の使用によって温室効果ガスの一酸化二窒素が排出されてい

る。 

 

具体的な施策 

緑肥，有機肥料などを使った有機農業の推進により温室効果ガスの排

出を削減する。そのための講習会の実施やモデル圃場の設定を行ってデ

ータを公開する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

191 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 50 191 
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施策 A10．山林の適正管理 

背景 

県内の人工林は主伐が行われていない老齢林が増えてきており，二酸

化炭素の吸収量が減少している。造林方法の改善により二酸化炭素の吸

収率を向上させることが可能。 

 

具体的な施策 

適正管理のための広報活動，奨励金による林業振興にあわせて人外育

成も行っていく。 

 

想定される森林吸収量の増加 〔森林吸収量増加〕 

6,532 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 1,692 6,532 
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②  業務その他部門 

ア  現状と課題 

事務所や事業所店舗などでは省エネルギー化を進める取り組みが盛んに

なってきています。 

町内需要の 2 倍以上の発電賦存量を誇る太陽光発電を始め，畜産糞尿や

焼酎かすなどのバイオマス資源，町内の再生可能エネルギーの可能性を検

討し，エネルギーの地産地消に取り組みます。 

 

イ  対策・施策の方向性 

国や県の取り組みと連携しながら，事業所などの再エネ普及を促進しま

す。みんなで創る大崎ゼロカーボンコンソーシアム構想として，それぞれ

の主体が連携することで EV の普及や共同配送の実現など画期的な排出削

減の取り組みを進める。 

 

本町において追加的に取り組む施策一覧 

施策番号 施策内容 

施策 B1 地域エネルギー会社の設立 

施策 B2 バイオマス燃料の利用 

施策 B3 町有地・町施設・公民館等へのソーラーパネル・蓄電池設置 

施策 B4 町施設の ZEB 化 

施策 B5 店舗・事務所等へのソーラーパネルと蓄電池の設置 
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ウ  取り組む施策 

施策 B1．地域エネルギー会社の設立 

背景 

大崎町における太陽光発電の賦存量は，町内の電力需要の約 2 倍あると

試算されている一方で，現在は町外から多くの電力を購入している状況と

なっている。町内の遊休地やまだ太陽光発電パネルを設置していないとこ

ろも多数残っている。 

 

具体的な施策 

地域エネルギー会社を設立し，衛自連などの地域団体との連携により地

域と密着したエネルギーの売買システムの構築を進める。地域の FIT 切れ

電力の買取，PPA による発電施設のさらなる展開，利益を地域に循環させ

る仕組みを構築するために，各主体の連絡調整業務を役場が担っていく。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

39,168 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 5,072 19,584 
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施策 B2．バイオマス燃料の利用 

背景 

衛生センターにおける人由来のし尿等について，焼酎かすとともにメタ

ン発酵させることにより，メタンを発生させ，これによる脱炭素燃料の供

給を行うことが可能である。 

（畜産由来の糞尿によるメタン発酵利用についての施策は，別途記載） 

 

具体的な施策 

し尿由来のメタン発酵で，化石燃料の代替エネルギーを得る施設の整備

と運用の仕組みを構築する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

749 トン-CO2 

 

2030 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 100 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 749 749 
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施策 B3．町有地・町施設・公民館等へのソーラーパネル・蓄電池設置 

背景 

町有地で遊休地となっている場所や町有施設の屋上などに太陽光発電パ

ネルを設 置することで自立分散型の発電が可能，災害対策の機能も想定

して蓄電池や充放電設備（V2H）と組み合わせて設置することで，災害時

でも昼夜ともに電気を使うことができる避難所としての整備が可能とな

る。 

 

具体的な施策 

町有の遊休地や施設の屋上などに順次パネルを設置するために，再生可

能エネルギー導入可能性調査を実施する。設置可能な場所については，国

等の補助金を活用して順次設置していく。 

 

想定される排出削減量 〔再エネ導入（発電）・二酸化炭素発生抑制〕 

1,966 トン-CO2／年（町有施設） 発電量 4,097ｋWh 

383 トン-CO2／年（公民館等） 発電量 797ｋWh 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 608 2,439 

再エネ導入量（発電）（ｋWh） 0 1,268 4,894 
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施策 B4．町施設の ZEB 化 

背景 

町の本庁舎には BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）が導入さ

れているが，今後の新築，改修時においては，再生可能エネルギーを最大

限有効活用して，エネルギー自給を目指す（ZEB 化）を視野に入れた整備

を行う。これにより温室効果ガスの排出削減と，長期的なコスト削減が可

能となる。災害時の避難所としてもより安心な場所となる。 

 

具体的な施策 

町施設の再生可能エネルギー導入可能性調査に併せて，ZEB 化費用の調

査を実施する。原則として新築や大規模改修に併せて ZEB 化を図ってい

く。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

416 トン-CO2／年 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 108 416 
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施策 B5．店舗・事務所等へのソーラーパネルと蓄電池の設置 

背景 

住居へのソーラーパネル設置については家庭部門に記載のとおりである

が，店舗や事務所，工場等への太陽光発電設備と蓄電池の導入により，温

室効果ガスの排出量を削減するとともに，エネルギーが自給でき災害時に

も経済が停滞しない，地域作りを実現させることが可能となる。 

具体的な施策 

国や鹿児島県が実施している補助金制度の広報や周知，説明会の実施な

ど，国や 県の施策を後押しする施策を実施し，連携して普及を促進す

る。 

 

想定される排出削減量 〔再エネ導入（電気）・二酸化炭素発生抑制〕 

10,904 トン-CO2    18,551MWh 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 2,824 10,904 

再エネ導入量（発電）（MWｈ） 0 4,805 18,551 

 

 

  



第 5 章 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

 

80 

 

 

③  家庭部門 

ア  現状と課題 

家庭部門では，暮らしやすさと，家庭や地域内のつながりを大切にしな

がら，省エネと再エネに取り組み，環境に優しい生活へとシフトさせる施

策を実行します。また，これら家庭におけるエコライフが地域経済の活性

化に結びつくよう取り組みを進めます。 

フードバンクや食品相互活用（施策 1），衣類のリユース市（施策 4），家

庭菜園・共同菜園（施策 7）などを通じて地域の資源を循環させながらコ

ミュニケーションを活性化させ，あわせて支出を抑えます。コミュニティ

単位での地産地消やリサイクルも活発化し，家族や地域の仲間と触れ合う

時間を増やします。 

一方で，オール電化（施策 2），省エネ家電（施策 3），太陽光発電（施策

5），環境配慮型住宅（施策 6）の促進を通じて家庭でのエネルギー効率を

改善し，より快適でありながら不要な支出を抑える取り組みを進めます。

これらを通じてより災害にも強く安心して生活を営める基盤を作ります。 

これらの家庭での取り組みが豊かな人生設計と人・地域のつながりを生

み出している「おしゃれ」な町づくりにつなげます。 

 

イ  対策・施策の方向性 

衣食住の各場面でより暮らしやすい生活基盤の確立を進めます。循環と

脱炭素をキーワードに，家庭内や地域コミュニティにおけるつながりを強

める取り組みを進めます。 
 

 

本町において追加的に取り組む施策一覧 

施策番号 施策内容 

施策 C1 フードロスの削減 

施策 C2 オール電化の推進 

施策 C3 省エネ家電への買い替えなどの省エネライフの推進 

施策 C4 サスティナブルファッションの推進 

施策 C5 家庭へのソーラーパネルと蓄電池の設置 

施策 C6 未来型住宅（環境配慮型住宅）の普及 

施策 C7 家庭菜園・共同菜園を通じた地産地消の推進 

施策 C8 エコライフポイントの導入 
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ウ  取り組む施策 

施策 C1．フードロスの削減 

背景 

世界では作られた食品の 1/3 が捨てられており，このロスを減らすこと

により生産や輸送に要するエネルギーやコストや労働力を節減することが

できる。 

 

具体的な施策 

町内でのフードバンク体制の構築を支援する。バンクが立ち上がり次第，

食材 の相互活用を推進するため，広報や情報交換の手段や場を設定する

などの支援を実施する。キャンペーンイベント，説明会などを開催する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

135 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 35 135 

 

 

 

  



第 5 章 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

 

82 

 

 

施策 C2．オール電化の推進 

背景 

オール電化を普及させることにより，ガスや灯油など家庭で使用する化

石燃料の 量を抑えることが期待される。ガスコンロや湯沸かし器の使用

などにより，二酸化炭素や一酸化二窒素，メタンなどの温室効果ガスが排

出される。 

 

具体的な施策 

HEMS やオール電化の導入キャンペーンの実施，補助金を設定し，これら

の普及を促進する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

1321 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 342 1321 
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施策 C3．省エネ家電への買い替えなどの省エネライフの推進 

背景 

エアコンは省エネ性能向上により，ライフサイクルで 19～28%程度の排

出削減となっているほか，冷蔵庫は省エネ性能向上により 38～46%の節電

となっている。照明器具についても，白熱球を LED に変更すると電気使用

量が 90%節減される。エアコンについても暖房の温度設定を 1 度下げると

5%の節電，冷房の温度設定を 1 度上げると 10 %の節電など，上手な暮ら

し方により省エネが進む。 

 

具体的な施策 

省エネ型家電への買い替え促進，賢い家電の使い方などについてのキャ

ンペーン の実施や啓発冊子の配布などによる意識向上を進める。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

8,766 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 2,270 8,766 
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施策 C4．サスティナブルファッションの推進 

背景 

ファッション業界からの温室効果ガスの排出が，事業活動全体の 10%前

後を占めると言われている。そのため，衣料品を大切に使うことが温室効

果ガスの排出削減につながってくる。 

 

具体的な施策 

リユース市やフリーマーケットを開催して，使える衣料品を大切に使う

ための場を設定する。これにより廃棄される衣類を減らすことができる。

化学繊維製品などの場合は，焼却することで二酸化炭素の排出につながる

ため，流通過程での削減と合わせて排出削減となる。キャンペーンやリユ

ース事業への補助金などを実施する。 

 

想定される排出削減量 

2,662 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 690 2,662 
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施策 C5． 家庭へのソーラーパネル・蓄電池の設置 

背景 

家庭部門の電力を分散型の再生可能エネルギーに切り替えることにより，

発電所 からの温室効果ガス排出量削減やストーブなどの使用による化石

燃料の使用を抑えることにつながる。 

 

具体的な施策 

国などが実施する補助金の案内やメーカーが行うソーラー発電普及キャ

ンペーン等との連携しながら啓発を進める。 

 

想定される排出削減量 〔再エネ導入（発電）、二酸化炭素発生抑制〕 

5,332 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.4％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 7 31.1 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 1,658 5,332 

再エネ導入量（ｋWh） 938MWh 4,167MWh 13,398Mwh 
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施策 C6．未来型住宅（環境配慮型住宅）の普及 

背景 

住宅に関連した温室効果ガスの排出が，ライフスタイルからの排出の中

では最も 大きなものであるため，省エネルギーなどに配慮した住宅設備

などをそなえた環境配慮型住宅を利用することにより，普段どおりの生活

をするだけで省エネなライフスタイルを送ることができる。 

 

具体的な施策 

ヒートポンプの設置や高断熱改築の推進，住まいに木や植物を取り入れ

た空間を 推進するなど，環境配慮型住宅を紹介したり見学できるなどの

キャンペーンをハウスメーカなどと連携しながら実施する。リフォームの

際の補助金等を設定する。 

 

削減量 

1,497 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 388 1,497 
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施策 C7．家庭菜園・共同菜園を通じた地産地消の推進 

背景 

食料の生産，運搬，廃棄による排出が大きいため，食料の自給率を上げ

ることに より食料生産や運搬にかかる温室効果ガスの排出量を減らすこ

とが期待される。また，家庭菜園でとれた野菜などの交換や共同菜園での

作業などを通じて，地域コミュニティの絆が強められることなども期待さ

れる。 

 

具体的な施策 

菜園普及キャンペーン，野菜作り講習会などの開催や，菜園で使用する

物品のレ ンタルや菜園用地の貸与などを通じて，菜園への取り組みの普

及をはかる。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

算定困難 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 0 0 
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施策 C8．エコライフポイントの導入 

背景 

日常的な省エネ行動に対してインセンティブを付与し，脱炭素活動を習

慣化させ ることを促進するためのポイント制度を設定する。 

 

具体的な施策 

アプリの開発・既存アプリを導入することにより，ポイント制度を立ち

上げる。開始時点において普及キャンペーン等を実施して早期の定着を目

指す。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

8,766 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 2,270 8,766 
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④  運輸部門 

ア  現状と課題 

鹿児島県においては温室効果ガス排出量のうち約 40%が運輸関連からと

試算されていて，全国平均より高い水準となっています。温室効果ガスの

排出量の大きな運輸部門の取り組みとしては，燃料電池自動車や電気自動

車などのエコカーを普及させる，エコドライブの励行により燃料の使用量

を削減する，そして物流の仕組みを改善することの 3 つを大きな柱として

取り組みを進めます。スムースな交通の流れを作るための道路の改良など

もエコドライブにつながります。インフラ整備としては，水素ステーショ

ンの設置や電気自動車の急速充電ステーションの設置なども必要になって

います。 

 

イ  対策・施策の方向性 

エコカーの普及やエコカーを普及させるための取り組みやその他運輸部

門で効果的な取組を行います。 

 

本町において追加的に取り組む施策一覧 

施策番号 施策内容 

施策 D1 共同運送・共同配送の実施 

施策 D2 公用車の EV 化 

施策 D3 エコドライブの推進 

施策 D4 シェアバスの運行 

施策 D5 建設・製造業車両の EV 化 

施策 D6 事業者/住民への EV 普及 
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ウ  取り組む施策 

施策 D1．共同運送・共同配送の実施 

背景 

現在，宅配便の運送会社は，それぞれの会社で配送を行っており，運行

経路の重 複があるなど，効率的な運用が求められている。また，不在再

配達が発生する場合もあり，コストアップにもつながっている。 

 

具体的な施策 

町内を走る運送業者間の連携体制を作ることや集配ステーションを設置

して一旦 そこに集めて配送する仕組みを作るなど，配送を共同化するこ

とにより，トラックの運行効率を高め，コストと温室効果ガス排出を削減

する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

 13 トン CO2／年 

 

2029 年に集配ステーションを設置することを目標とし，2030 年以降

の実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 100 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 13 13 
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施策 D2．公用車の EV 化 

背景 

役場から率先して EV を使用することで，町内への EV 普及のきっかけを

作る。併せて役場で導入した EV 車を利用して EV 普及につなげる。 

 

具体的な施策 

現在ある公用車（35 台）を順次 EV など次世代自動車に更新して行く。

また，スクールバス（2 台）についても次世代自動車に更新する。 

役場で導入した EV 車を休日にカーシェアリング用車として利用して，町

民に EV に触れてもらう機会としたり，試乗会を行ったりして EV 車普及に

つなげる。さらに「ちょいそこ志布志」のような乗り合い送迎サービスを

実施して利用を促進する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

39 トン-CO2／年 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 10 39 
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施策 D3．エコドライブの推進 

背景 

運転方法の改善により，燃費が改善されて温室効果ガスの排出削減につ

ながる。 また，コスト削減，安全性の向上も見込まれる。 

 

具体的な施策 

エコドライブ確認用のモニタリング機器購入への補助導入，エコドライ

ブ講習会 を実施する。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

 3．9 トン CO2／年 

 毎年講習会を継続することで積み上がっていく 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 1 回講習会を実施することを

目標とする。 

50 名を対象にして講習会を開き，参加者が 5％燃費を向上させるとし

た場合 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(回) 0 7 27 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 27 100 
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施策 D4．シェアバスの運行 

背景 

高齢者が増加する中，タクシーや乗用車が通院や買い物に利用されてい

る。高齢運転者による事故も報告されている。 

 

具体的な施策 

町内各所をコミュニティバスで巡回し，個別に車が走らなくても良い環

境を作る。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

 タクシーや乗用車の利用減少による削減量 38 トン CO2 

  コミュニティバスによる排出量 12 トン CO2 

 差し引き削減量 26 トン CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ路線を延長してい

き，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 7 26 
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施策 D5． 建設・製造業車両の EV 化 

背景 

近年では建設機材，フォークリフトなど製造業で使用する業務用車両に

ついても EV 化が行われてきている。町内にある約 100 台の建設・製造業車

両について EV 化促進する。業務用車両は稼働率が高いため，EV 化により

排出削減効果が大きい。 

 

具体的な施策 

販売店と連携して試乗会の実施や補助金の導入を行う。 

 

想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

646 トン-CO2／年 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ EV 化を進めてい

き，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 167 646 

 

  



第 5 章 温室効果ガスの排出抑制等に関する対策・施策 

 

95 

 

施策 D6． 事業者/住民への EV 普及 

背景 

町内でも EV の導入が始まっているが，まだ EV を運転したことがない人

も多くいるのが現状である。政府としては 2030 年代にガソリンエンジン車

の新車販売を禁止することとしていることや，県内ではガソリンスタンド

の廃業なども始まっており，ガソリン車からエコカーへのシフトが起こり

つつある。 

県内ではガソリンスタンドの廃業が始まっているが，電気自動車の充電

設備は十分に整っていない状況にある。特に急速充電器は，町内に道の駅

野方あらさのの 1所しかない。役場施設に充放電設備（V2H）を設置するこ

とで，災害時に EV を移動型蓄電池として活用が可能になる。 

 

具体的な施策 

自動車販売店とタイアップした EV 車の試乗会や紹介資料の提供などを行

って EV 車の普及を促進する。町内に登録のある自動車 6600 台を EV 車に

更新する。 

国や県の補助金の紹介を行って，個人や事業者向けに設置を促進すると

ともに，当面，町内に役場施設を中心に 11 箇所程度設置することを目指す。 

 

 想定される排出削減量 〔二酸化炭素発生抑制〕 

  年間 6,411 トン-CO2 

 

2024 年から 2050 年まで 27 年間で毎年 3.7％ずつ実施率を向上させ

て，2050 年度において 100％実施を目指す。 

年度 2023 年度 2030 年度 2050 年度 

実施率(%) 0 25.9 100 

年間排出削減目標値(トン CO2) 0 1,661 6,411 
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(2)  温室効果ガスの排出削減対策（エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス） 

①  農業分野 

ア  現状と課題 

非エネルギー起源二酸化炭素の排出量においては，メタンや一酸化二窒

素の排出量においては，農業分野が 90％以上を占めており，近年は横ばい

で推移しています。 

 

イ  対策・施策の方向性 
 

温室効果ガスの排出削減に配慮した生産活動を推進します。 

 

ウ  取り組む施策 

(ｱ)  環境との調和に配慮した農業等の推進 

■ 家畜排せつ物や焼酎粕などの廃棄物の適正処理と有効利用による環

境に配慮した産業の育成を促進します。 

 

■ 土壌への炭素貯留を増加させるため，耕畜連携による家畜堆肥の利

用を促進します。 

 

■ 家畜排せつ物について，メタン生成を抑えた堆肥化を図るため，処

理施設の整備や既存施設の機能強化を促進します。 

 

■ 堆肥の広域流通など，より一層の有効利用を図るためのペレット化

の普及を促進します。 

 

■ 肥料の使用量の適正化その他温室効果ガスの排出抑制に配慮した生

産活動を促進します。 

 

■ 農地土壌中の炭素貯留量の増加に資する環境保全型農業を推進しま

す。 

 

■ 化学農薬や化学肥料の節減につながるスマート農業機器の導入を促

進します。 

 

■ 環境負荷低減事業活動実施計画の認定を促進します。 

 

■ 農畜産物の生産における温室効果ガスの排出抑制のため，研究・開発

を推進します。 
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(ｲ)  バイオ燃料への活用促進 

■ 家庭や飲食店等から発生する廃食油を燃料として有効活用すること

を促進します。  
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②  代替フロン等 4 ガス分野 

ア  現状と課題 

鹿児島県においては代替フロン等 4 ガスの排出量は，年々増加していま

す。 

これは，オゾン層を破壊する特定フロン類に替わって，エアコンや発泡

剤，半導体製造等に「代替フロン」と呼ばれる，ハイドロフルオロカーボ

ン類等が使用されるようになってきたことによるもので，特定フロン類か

らの転換が進んでいることから，今後も生産量や使用量は増加すると見込

まれます。 
 

イ  対策・施策の方向性 
 

エアコンや発泡剤，半導体製造等に使用されている「代替フロン等 4

ガス」については，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

法律」等に基づく管理者への適正な指導・助言や，適正な回収・処理に

ついての情報提供を行います。 

 

ウ  取り組む施策 

(ｱ)  代替フロン等 4 ガスの適正な回収処理等の促進 

■ 特定家庭用機器再商品化法，使用済自動車の再資源化等に関する法

律，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の適切な

運用により，代替フロン等 4 ガスが使用されている冷蔵庫やエアコン

などの機器使用時の漏洩防止や廃棄時の回収・適正処理を推進します。 

 

■ 未規制用途での代替フロン等 4 ガスの自主的な回収及びノンフロン

製品の普及を促進します。 
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(3)  温室効果ガスの吸収源対策 

ア  現状と課題 

町の面積の約 3割を占める森林は，木材等の林産物を供給するほか，地球

温暖化の防止，水源のかん養，山地災害の防止，生物多様性の保全，景観

の保全等の公益的機能の発揮を通じ，町民の豊かな生活環境を保全するな

ど重要な役割を果たしています。 

このようなことから，森林の多面的機能の発揮を確保し，将来にわたっ

て町民がその恩恵を享受するためには，間伐の実施などによる森林の適正

な整備・保全や県産材の利用を進める必要があります。 
 

イ  対策・施策の方向性 
 

それぞれの森林が発揮することを期待されている機能に応じて，地域

特性や森林資源の状況などを踏まえた適切な森林の整備・保全を推進し，

森林の有する多面的な機能の高度発揮に努めます。 

炭素を固定している木材を住宅等に利用することは，木材中の炭素を

長期間にわたって維持することから，地元産木材の利用を推進します。 

 

ウ  取り組む施策 

(ｱ)  森林整備・保全の推進 

■ スギ・ヒノキ人工林については，計画的な間伐を推進するととも

に，伐採後の再造林対策の強化，立地条件等を踏まえた広葉樹林等へ

の誘導，優良苗木の安定供給体制づくり等の各種施策を総合的に進

め，地球温暖化防止に貢献する森林の整備・保全を推進します。 

 

■ 地域特性を活かした森林づくりを進め，森林環境の保全を図ります。 

 

■ 治山施設の計画的な整備，重要な松林における松くい虫被害対策，

野生鳥獣による林業被害の防止対策などを推進します。 

 

(ｲ)  地元産材の利用拡大・供給体制の強化 

■ 公共施設等の木造化・木質化，木質バイオマス利用など，地元産材

の利用拡大を図るとともに，新たな需要に向けた取組を促進します。 

 

■ 原木の安定的な供給体制を整備するとともに，木材の加工・流通施

設の整備などにより，木材産業の競争力強化を図ります。 
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(4)  部門・分野横断的対策等 

①  部門・分野横断的対策 

ア  現状と課題 

温室効果ガス排出量の大幅な削減を達成するためには，社会経済活動

の基盤となる地域環境の整備が不可欠です。長期的な視野を持ち，計画

的に対策を推進することが求められており，化石燃料に依存する社会か

ら脱炭素社会への転換を図るには，環境教育とあわせて，職場，家庭な

どにおいて温室効果ガスの排出削減のための具体的な取組を推進してい

く人材育成や，環境活動を行っている NPO 法人・企業等との連携も重要

です。 

 

イ  対策・施策の方向性 
 

本町の多様で豊かな資源を活用し，自然環境に配慮しつつ，地域と共生

した再生可能エネルギーの導入を促進します。 

エネルギーとして利用する際に二酸化炭素を排出せず，脱炭素化に寄与

する水素の利活用について町内での展開方法を検討します。 

企業における脱炭素経済社会への対応を促進します。 

 

ウ  取り組む施策 

(ｱ)  カーボン・オフセット制度の普及促進 

■ 事業者等が自ら削減できない二酸化炭素の排出量について，他者が

実現した吸収量の購入により埋め合わせをする「かごしまエコファン

ド（鹿児島県版カーボン・オフセット）制度」の普及を促進します。 

 

(ｲ)  地域の特性を生かした地産地消型の再生可能エネルギーの導入促進 

■ 本町の資源を活用し，自然環境に配慮しつつ，地域との共生を図

りながら，水力発電，バイオマス発電，地熱発電，風力発電，太陽

光発電などの再生可能エネルギーの導入を促進します。 

 

■ 雇用の拡大や地域の活性化を目指して，地域の資源を地域で利用す

る「エネルギーの地産地消」を促進します。 

 

■ 蓄電池を活用した地産地消型再生可能エネルギーの導入を推進し，

エネルギーの自給率の向上，非常時のエネルギー確保及び雇用創出に

よる地域活性化を図ります。 
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(ｳ)  水素利活用の推進 

■ 様々な機会を通して広く情報の提供等を行い，水素エネルギーに対

する町民の理解を促進します。 

 

■ 定置用燃料電池（エネファーム等）の導入を促進します。 

 

■ 再生可能エネルギーの余剰電力等を活用した水素製造施設の整備等

を促進します。 

 

(ｴ)  環境マネジメントシステムの普及促進 

■ 事業者が，経営上の環境に関する方針や目標を設定し，その達成に

向けて自主的に環境保全に関する取組を進めていくための体制・手続

等の仕組みである「環境マネジメントシステム」の導入を促進します。 

特に,中小規模事業者においては,ISO14001 より比較的導入しやす

いエコアクション 21 等の導入を促進します。 

 

(ｵ)  飼料自給率の向上 

■ 草地や飼料畑等の飼料生産基盤の確立，水田を活用した飼料用稲等

の生産・利用拡大，コントラクター等飼料生産支援組織の育成による

飼料生産の外部化を推進します。 
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②  脱炭素型ライフスタイルへの転換 

ア 現状と課題 

2030 年度温室効果ガス排出削減目標の達成及び 2050 年カーボンニュー

トラルの実現に向けて，町民の行動変容，ライフスタイル変革を強力に押

し進めていくためには，脱炭素につながる豊かな暮らしについて，例えば，

サステナブルファッションや，快適で健康な暮らしにもつながる住宅の断

熱リフォーム，テレワーク，地産地消等，具体的な製品やサービスをまず

は知ってもらい，さらに，体験・体感といった共感につながる機会や場を

提供することが必要不可欠です。 

そのためには，学校や家庭における体験が重要であり，学校や企業，行

政等が一体となって情報を共有し，発信していく必要があります。 

 

イ 対策・施策の方向性 
 

家庭でのエネルギー使用等に関し，効果的・実践的な普及啓発等を通

じ，低炭素型の製品やサービスの選択につなげるなど，町民のライフス

タイルの脱炭素化を図ります。 

環境教育•環境学習の機会の提供や情報提供に取り組み，地球温暖化

防止活動の普及に努めます。 

 

 

ウ 取り組む施策 

(ｱ)  地球温暖化対策に関する町民一人ひとりの理解と行動変容の促進 

■ 地球温暖化の危機的状況や社会にもたらす影響，地球温暖化対策に

ついて情報提供することにより，地球温暖化に対する町民の意識変革

と危機意識浸透を促進します。 

 

■ 家庭における，再生可能エネルギーを電源とした電力契約への切

替えを促進します。 

 

■ 再生可能エネルギー電力と電気自動車等を活用する「ゼロカーボ

ン・ドライブ」の普及を促進します。 

 

■ テレワークや各種オンラインサービスの活用，宅配便の受取方法

の多様化などを促進します。 

 

■ サステナブルファッション（衣服の生産から着用，廃棄に至るプロ

セスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し，生態系を含

む地球環境や関わる人・社会に配慮した取組）への切替え，多様で柔
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軟な働き方にも資するクールビズ・ウォームビズを促進します。 

 

■ 農林水産物の地産地消促進に向けた取組など，生産や輸送に伴う温

室効果ガスの排出削減への寄与が期待される地産地消を推進します。 

 

■ 家庭における，まだ食べられるのに廃棄される「食品ロス」など

の食品廃棄物の削減を促進します。 

 

(ｲ)  環境教育・環境学習の促進 

■ 家庭や身近な地域社会での体験や活動，環境教育・環境学習施設等

の活用により，家庭・地域社会における環境教育等を促進します。 

 

■ 学校における教育活動全体を通して，環境保全活動及び ESD（持

続可能な開発のための教育）の視点を取り入れた環境教育の充実・

推進を図ります。 

 

(ｳ)  県地球温暖化防止活動推進センターとの連携 

■ 地球温暖化対策推進法に基づき指定された鹿児島県地球温暖化防

止活動推進センターと連携し，事業者や町民に対する地球温暖化対

策に関する普及啓発や助言，情報提供等を推進します。 
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３  施策の実施に関する目標 

(1)  再生可能エネルギーの導入促進 

2030 年度において，再生可能エネルギーの導入量の増加を目指します。 

 

2030 年度再生可能エネルギー導入目標 

区分 2030 年度 目標 
2020(令和 2)年度  

実績(参考) 

発 

電 

太陽光発電(10kW 未満)  3,000 kW 2,731 kW 

太陽光発電（10kW 以上） 127,000 kW 126,626 kW 

風力発電 7,150 kW    0 kW 

水力発電/小水力発電 2,920 kW   0 kW 

地熱発電 0 kW 0 kW 

バイオマス発電 1,490 kW 0 kW 

 再エネ発電量計 199,329 MWh 170,774 MWh 

 区域の電気使用量 81,184 MWh 81,184 MWh 

 電気使用量に占める再エネ比率 245.5 % 210.4 % 

熱
利
用 

太陽熱利用 520 kL 442 kL 

バイオマス熱利用 1,490 kL 1,225 kL 

地中熱 5 kL 0 kL 

温泉熱   0 kL 0 kL 

バイオマス燃料製造 2 kL 0 kL 

注：区域の電気使用量の 2030 年値は、近年消費量が横ばいであることから実績値と 

同値と仮定した。 

稼働率は太陽光 14.2％、陸上風力 21.7％、中小水力 60％、バイオマス 66.5％を

適用した。（2021 資源エネルギー庁資料） 

太陽光発電実績値は自治体カルテから、目標値はそれを丸めたもの、他は県の実

行計画の目標及び実績値の 1/100 を丸めたものとした。地熱と温泉熱は除いた。 
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2020（令和 2）年度 0.3％   → 2030 年度 20％ 
 

2021（令和 3）年度 3148.6 ha   → 2030 年度 3150ha 
 

施策実施による再生可能エネルギー導入目標 

部門 施策名 

再エネ導入量 

削減目標 

2030 年 2050 年 

産業部門 家畜糞尿のメタン化と利用 4,749GJ 

(123kL) 

18,337GJ 

(473kL) 

1,876t-CO2 7,245t-CO2 

もみ殻の固形燃料化 573GJ 

(15kL) 

2,213GJ 

(57kL) 

185t-CO2 713t-CO2 

業務その他

部門 

養鰻業のバイオマス燃料への転換 61,377GJ 

(1,584kL) 

236,975GJ 

(6,114kL) 

4,140t-CO2 15,986t-CO2 

バイオマス発電 256MWh 988MWh 

111t-CO2 433t-CO2 

ソーラーパネル・蓄電池設置 

（役場等） 

1MWh 5MWh 

608t-CO2 2,439t-CO2 

ソーラーパネル・蓄電池設置 

（企業等） 

4,805MWh 18,551MWh 

2,824t-CO2 10,904t-CO2 

家庭部門 ソーラーパネル・蓄電池設置 

（家庭等） 

4,167MWh 13,398MWh 

1,381t-CO2 5,332t-CO2 

 

(2)  事業者・町民による温室効果ガス排出削減活動の促進 

本町のエネルギー起源二酸化炭素排出量に占める割合が高い運輸部門か

らの排出量を削減するため，新車登録台数に占める電気自動車，プラグイ

ンハイブリッド車及び燃料電池自動車の割合の増加を目指します。 

 

 

 

(3)  地域環境の整備・改善 

温室効果ガス吸収源として地球温暖化防止に貢献する森林を整備・保全

するため，森林面積の増加を目指します。あわせて森林の適正管理を行っ

て、森林による温室効果ガスの吸収量の増加を目指します。 
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第 6 章  計画の推進 

脱炭素に向けた取り組みを展開していくためには，行政，事業者，町民

等の各主体がそれぞれの役割を確認し，お互いに連携・協働することが重

要です。 

本章では，これまで示してきた対策・施策を効率的に推進するため，計

画の推進体制，各主体の役割，計画の進捗管理及び計画の見直しについて

示します。 

 

１  計画の推進体制 

(1)  推進体制 

町長を本部長に，各課長で構成する本部会議により，庁内関係機関の連

携及び対策・施策の調整を図り，本計画に基づく対策・施策を総合的かつ

計画的に推進します。 

 

(2)  推進主体 

2022 年度に立ち上げた脱炭素ワークショップメンバーにより結成する

「脱炭素社会実現推進プロジェクトチーム」により，大崎町脱炭素ロード

マップに従った取り組みを展開していきます。 

関係団体・事業者・地域住民とも意見・情報交換を行いながら連携して

本計画の推進を図ります。 
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２  計画の進捗管理 

(1)  計画の実施状況の把握と評価・点検 

本計画の実行性を高めるため，毎年度，計画に基づく対策・施策の実施

状況について把握し，本部会議において評価・点検し，必要に応じて対

策・施策を見直します。 

 

(2)  計画の実施状況の公表 

本計画に基づく対策・施策の実施状況について，毎年度，ホームぺージ

等により公表します。 
 
 

３  計画の見直し 

対策・施策の課題や社会情勢の変化等を踏まえ，必要に応じて本計画の

見直しを行います。 
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